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創立十周年を迎えて

日本国際生命科学協会会長

小原哲二郎

本協会は、本年秋に、創立十周年の重要な節目を迎えます。

本協会では、この十周年を機に、第一回栄養とエイジング国際会議を開催し、

また、 ILS I本部の国際的な事業方針に呼応しながら、今後、二十一世紀へ向

けての本協会の進むべき方針と事業目標を確立することとしております。

かえりみますと、私が、 ILS I本部会長A.マラスピーナ博士の要請をうけ

まして、本協会の設立を考えはじめました当時は、日本では食品添加物に対する

極度の不安と不信、加工食品に対する懸念等が、日常生活の中の問題として国民

一般の関心事の上位にランクされておりました。

私は、 ILS Iの掲げます、人々の健康、栄養、安全に係わる様々な課題に対

して、国際的な協調体制のもと、産・官・学の密接な協力により、科学的な解明

を進めるという姿勢に新鮮な共感を覚えました。すなわち、科学的な裏づけによ

り行政の決定に寄与し、ひいては日本国民のみならず、全世界の人々の健康と安

全の実現に貢献するという ILS Iの設立目標が、まさに私がかねてから念願し

ておりました信条と一致していたことから、まず、産業界ならびに学会の有志の

方々 に、 ILS I日本支部、つまり本協会の設立の可能性を問いました。

幸い、多くの方々が、そのような活動の重要性にご賛同を得まして、本協会設

立の準備をはじめましたのも、まだ記憶に新しいところであります。

以来、十年の歩みは必ずしも平穏で順風満帆の船旅ではありませんでしたが、

会員による並々ならぬご努力と、官界、学会の関係者の皆様の並々ならぬご支援

により、リスクアセスメソトを中心とする安全性の考え方、栄養摂取の現状と問

題、食生活と健康、バイオテクノロ ジーの健全な位置づけといった諸問題につい

てとり組むことができました。これらの成果は、刊行物や講演会を通じて、行政、

教育、研究、産業の多方面の方々に貴重なる情報を提供することができました。

For the Coming Tenth Anniversary TETSUJIRO OBARA, Ph.D. 

President, ILSI JAPAN 
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さらに、本年秋の栄養とエイジソグの国際会議を機に、本協会では、世界中で重

大なる課題となっておりますエイジングの諸問題にも深く係わっていく所存であ

りますo

さて、本誌にも報告されておりますように、 ILS I本部においても、地域的、

内容的に大きな変換期を迎え、拡大する事業に的確に対応すべく、国際的に大き

な展開をはかる方針を打ち出し、 FAO、WHO、ECなどの国際機関、各国政

府機関との緊密な連動性を強めようとしております。

本協会も、このような動きに合わせて、 ILS Iの一員としての役割をはたし、

かっ、日本におけるイシューマネジメ γ トの要としての役目をはたすべく、ます

ます努力を重ねて参りたいと存じます。

このため、本協会では、目下、将来展望委員会ならびに顧問団を編成し、きた

るべき次代の 5年、 10年に向けての組織ならびに事業活動の姿を作画中でありま

す。

会員各位におかれましては、ますます積極的な参画と支援をお願い申しあげま

す。また外部の関係各位におかれましでも、一層のご指導とご支援を賜わりたい

と存じます。

4 食品と LS No.28 1991 



1) はじめに

食餌制限と加齢
：動物実験からの考察

（財）食品薬品安全セソター

秦野研究所

今井 ご三主
J円

近年、我が国でも食事と健康についての関心が一段と高まりつつあるが、欧米

では自己管理能力を判断するための 1つのバロメーターとして肥満が取り上げら

れており、肥満に陥る人は即ち自己管理能力も劣るとの判断から、管理職として

の適性を欠くとして管理職から外ずされるといった様な極端な例もあると聴いて

いる。事実、米国では時を惜まず公園等でジョギソグをしながら汗を流している

中年男性を多く見かけるが、これも自己の健康を管理するためだけでなく、自分

の立場、地位を守るための涙ぐましい努力なのかも知れなし、。この様な事情も絡

んで特に欧米では、過食の健康あるいは老化に及ぼす影響に対する研究もこの数

年来飛躍的に進歩しており、 ILS I主催でこれらの研究成果を取りまとめた

“Biological Effects of Dietary Restriction （摂食制限の生物学的影響）”と

題するシソポジウムが1990年3月にワシントンで開催されたことは、まことに時

を得たものであると思われた。

筆者もここ数年来、食餌制限がラットの腫蕩発生あるいは老化に伴う様々な病

理学的変化（加齢性病変）に及ぼす影響を研究して来たので、このシソポジウム

への招轄を受け、発表する機会を得たので、ここにその概要を紹介するとともに、

シソポジウムのテーマの中から特に注目される話題についても記述する。

2) 食餌制限のラットの自然発生腫蕩および加齢性病変におよぼす影響

1935年にMcCayらがラットを用いた実験で、カロリー制限をすると寿命の延

Aging and Diet Restriction; A Consideration Based on Animal Ex問 riment

食品と LS No.28 1991 

KIYOSHI IMAI, D. V. M., Ph.D. 

Food and Drug Safety Center 
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長が見られることを明らかにして以来、食餌制限の寿命あるいは自然発生疾患に

対する影響を検討するための実験が多くの研究者によって行われてきており、こ

れらの実験を通して食餌制限あるいはカロリー制限が、ある種の腫蕩の発生を抑

制することが明らかにされて来た。しかし、これらの疾病の背景となっている血

液学的あるいは血液生化学的所見に対する食餌制限の影響を検討した実験はほと

んどないので、今回筆者がワシント γのシソポジウムで発表した研究の主たる目

的は、ラットの腫蕩を含む加齢性病変、血液学的あるいは血液生化学的検査所見

に食餌制限がどの様な影響を及ぼし、各々がお互にどの様に関連しているかを明

らかにすることであった。

2-1) 実験方法

実験動物としては、我々が通常化学物質の癌原性を調べるために頻繁に用いて

いるFischer系（F-344）ラット雌雄各々180匹を 3群に分け、年聞を通じて室温

24± 1℃、湿度55±5%に調節された動物室内で飼育した。第l群（自由摂取群）

のラットには標準的なラットの飼料であるCRF-1（オリェγ ト酵母株式会社）

を自由に摂取させ、第2群（制限食連続摂取群）には自由摂取群のほぼ67%の摂

取量に相当する量の飼料即ち雌8<.t、雄12<.tを毎日摂取させ、第3群（制限食日

間歌摂取群）には出来る限り自然界におけるネズミの摂食行動に近ずけることを

目的として、 1回に雌では28<.t、雄では41<.tの飼料を週2回（各々自由摂取群の

67%）摂取させた。制限食の摂取期間を24ヶ月間とし、 24ヶ月間の飼育期間中に

動物の状態、死亡率を確認するとともに、 12、18、および24ヶ月経過した時点で

尿検査を実施した。さらに12ヶ月を経過した時点で各群の生存例の中から10匹を

選出して血液を採取し、通常の血液学的および血液生化学的検査を行うとともに、

殺処分して剖検し、病理学的な検査を行った。また、途中死亡例については出来

る限り速やかに剖検して病理学的検査を実施し、 24ヶ月間生存した例については

採血後、通常の血液学的検査および血液生化学的検査を行ったのち、殺処分して

病理学的な検査を加えた。

2-2-1) 一般状態への影響

第1図に各群の体重の変動を図示したが、雌雄とも自由摂取群では実験開始後

8週位まではほぼ直線的に増加し、それ以降は実験終了時までゆるやかに増加し

6 食品と LS No.28 1991 



た。この時の摂取量を第2図に示すが、体重の増加に比較すると、雌雄とも摂取
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Fig. 1 . Food consumption in F-344 rats feeding ad libitum for 24 months 
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Observation period(Weeks) 

量は加齢に伴ってわずかに増加する傾向があるものの生涯を通しでほぼ一定して

おり、 1日1匹当りの平均摂餌量は雌12.1 CJ、雄17.7CJであった。自由摂取群の

一般状態の変化として、実験開始後3ヶ月頃から皮下脂肪の蓄積が目立ちはじめ、

自発運動量も減少して、特に雄では12ヶ月を経過する頃から著しい脂肪蓄積のた

め、我々が通常頭に描いているネズミとはほど遠い体型となり、背臥位から腹臥

位にもどるのにも支障がみられる様な極端な例も観察された。

これに対し、制限食連続摂取群あるいは制限食間歌摂取群のいずれにおいても、

雌雄ともに実験開始後約 1ヶ月の聞に体重はわずかに減少したが、その後徐々に

増加がみられはじめた。しかしながら、 24ヶ月後の体重は制限食連続摂取群では

雌雄それぞれ自由摂取群の52.5%、63.2%であり、制限食間駄投与群では自由摂

取群に対して雌55%、雄60.5%であった（第2図）。制限食摂取群ではいずれも

目立った脂肪蓄積はなく、全実験期間を通して自発運動量の減少も認められなかっ

たが、制限食の給餌により動物は神経質で攻撃的になった。

実験期間中の動物の死亡例の推移を第3図に示したが、自由摂取群の雌12例、

雄15例、制限食連続摂取群雌7例、雄10例、制限食間歓摂取群雌10例、雄6例が

死亡した。文献的には食餌量あるいはカロリー制限を行って一生涯飼育した場合

食品と LS No.28 1991 7 



Fig. 2 . Body weight change of F-344 rats fed restric包damount of diet for 24 months 
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には、平均寿命が有意に延長することが明らかにされているが、 24ヶ月間にわた

る食餌制限を終了した時点で比較すると、統計学的には雄の自由摂取群と制限食

間駄摂取群の間で死亡率に有意の差が認められただけであった。

Fig. 3 . Survival curve of F-344 rats fed restrictβd amount of dier for 24 months 
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2-2-3) ラッ卜の加齢性病変に及ぼす食餌制限の影響

実験動物として用いられる種々の系統のラットにおいて最も頻繁に観察される

加齢性病変はいわゆる“慢性腎症”と呼ばれる変化であり、腎臓での原尿の漉過

装置である糸球体の腫大、糸球体メサンギウムと呼ばれる部分の恐らくは糖蛋白

質と思われる物質の沈着による肥厚、尿細管の拡張、尿細管上皮細胞の腫大又は

萎縮、尿円柱を特徴としている。この病変は、雌よりも雄において発生頻度が高

く、また変化の強さも雄の方が著しいが、食餌制限を行うと、制限食連続摂取群

あるいは間歌摂取群の如何にかかわらず、雌雄ともに“慢性腎症”の発生頻度が

Table 1 . E汗ectsof Dietary Restriction on Chronic Ne凶ropathyin Fー344Rats 
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c P<0.01 as co岬 aredwith姐よ生註盟 feedinggroup. 

著明に低下し、また病変の程度も明らかに軽減された（第 1表）。一方、自由摂

取群では、血液生化学検査において雌雄ともに腎障害時に高値を示すことが知ら

れている尿素窒素濃度が食餌制限群よりも有意に高値となり、尿検査では自由摂

取群の特に雄で他の群に比較すると加齢とともに尿量の増加が認められた。さら

に尿量の増加に伴って尿蛋白あるいは腎臓では尿細管上皮細胞内に局在している
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アルカリフォスファターゼ、 rーグルタミ γ トラソスペプチダーゼ、乳酸脱水酵

素、ロイシンアミノペプチダーゼ等の酵素活性が尿中で著明に増加した。これら

の尿の変化は、 “慢性腎症”の増悪に伴って腎臓の糸球体の透過性の充進と尿細

管上皮細胞の障害による再吸収能の低下が著明になったことを裏付ける所見であ

ると考えられる。しかし、我々の予測に反し、自由摂取群の雄では加齢とともに

グルコースの尿中への排世量が減少し、他の群との間に明らかな差が認められた

が、今回の実験においてはその原因を明らかにすることは出来なかった。

ラットの加齢性病変として“慢性腎症”に次いで多発する病変としては“心線

維化症”が知られている。この病変は、主として左右心室の心内膜あるいは心外

膜に近い部分に限局する線維化を特徴とする病変で、しばしば心筋線維の変性、

壊死あるいは円形細胞浸潤を伴うこともあり、変化の著しい場合には特に右心室

の%が結合織線維によって置き換えられることもある。この病変も“慢性腎症”

と同様に雄の多発し、病変の強さの程度も雄の方が雌より著しいが、制限食連続

摂取群、間歌摂取群ではいずれも雌雄ともに病変の強さが有意に軽減され、さら

に雌では発生頻度も有意に減少した（第2表）。

Table 2. Effects of Dietary Restriction on Myocardiopathy in F-344 Rats 
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さらに、ラットでは肝臓の加齢性病変として、特に雄においては小葉間胆管の

過形成があり、また雌雄ともに肝臓癌の前癌性病変と考えられている変異肝細胞

増殖巣が発生することが明らかにされている。小葉間胆管の過形成は、丈の低い

立方形ないし肩平の上皮細胞で被われた小さな管腔が、門脈域に増生するのが特

徴で、食餌制限によってその発生が抑制される傾向にあり、特に制限食間歌摂取

群の雄ではその発生が有意に抑制された。変異肝細胞増殖巣は、通常は正常肝細

胞より大型で、細胞質の染色性を異にする肝細胞が限局性に増殖する病巣で、化

学物質による肝発癌の過程で、肝臓癌の発生に先立つて著明に増加し、この病巣

を構成する細胞では、 Tーグ、ルタミットランスペプチターゼ等正常肝細胞では染

色されない酵素活性が出現したり、あるいは正常では染色されるべき酵素活性が

消失すること、細胞内への鉄の取り込み量が変化すること等通常の肝細胞と生物

学的状況も異なることから、突然変異した肝細胞であると考えられている。この

ことから、前述のように変異肝細胞増殖巣は、肝臓癌の前癌病変あるいは肝細胞

由来の腫蕩発生に密接な関連を有する病巣であるとされている。食餌制限により、

変異肝細胞増殖巣の発生も抑制される傾向にあり、特に制限食連続摂取群の雄お

よび制限食間歓摂取群の雌雄で有意の抑制が認められたことから（第3表）、食

餌制限により肝臓癌の発生も抑制される可能性が示唆された。しかしながら、こ

Table 3 . lncidece of Altered Cell Foci and Simple Hy問rplasiaof Bile Duct inf F-344 rats 
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Fig. 4 • Biochemical finidings of blood plasma in F-344 rats fed restricted amount of diet for 12 months 
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の実験に使用したF-344系ラットは雌雄ともに、前癌病変としての変異細胞増殖

巣は高頻度に観察されるが、自然発生肝臓腫蕩の発生率が極めて低率であること

から、今回の実験においては肝臓腫蕩そのものの発生率に自由摂取群と食餌制限

群との聞で差を見出すことは出来なかった。血液生化学的変化として（第4' 5 

図）、胆道系障害の指標とされているアルカリフォスファターゼ活性が、食餌制

限群よりも自由摂取群の方が高くなる傾向にあったが、これは前述の小葉間胆管

の過形成が自由摂取群で高頻度に認められたことを反映した所見であると考えら

れた。また、肝細胞障害の指標とされるGOTおよびGPT活性が自由摂取群で高

くなる傾向も認められたが、このことは過食によって肝細胞障害が惹起された可

能性を示唆するものであり、病理学的検査では、雌雄ともに肝細胞内に著明な脂

肪の沈着も認められた。

実験動物として頻繁に用いられるラットで、は、主として内分泌臓器を中心とし

て自然発生腫蕩が多発することが知られており、今回の実験に使用したF-344系

ラットの雄では精巣の間細胞腫、乳腺の線維腫ないし線維腺腫、下垂体前葉の腺

Table4. lncidece of Preneoplastic and Neoplastic Lesions of F-344 
rats Fed Restricted Amount of Diet for 12 Months 

~t~an and 
F田昌le 陶 le

tologtcal dfagnosh 2 3 2 3 

Ho. of used rats JO 10 10 10 ID 10 

P It~ Harriyp 
foca 1 erp las la 。 。 2 。
adenoma 。 。 D 。

Testis 
focal ~~~r~lasia of 9 2 
inters a ce I ls 

Thyroid 
C cell hyperplasia 2 。目 3 。

Lu~~enmr随 。。。。 。
Liver 
alter・倒lcell focus 2 。。。。。

：~~ 1 : Ad libitllll feeding group 
2：函Hy同 str・ictedgroup 

Group 3 : Intermittent feed ng gro叩
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腫、甲状腺の傍穂胞細胞腫、副腎の褐色細胞腫、勝臓のラツゲルハソス島の腺腫、

包皮腺の腹腫、肺の細気管支／肺胞上皮腺腫の発生率が高い。一方、雌では、子

宮の内膜ポリープ、乳腺の線維腺腫、下垂体前葉の腺腫、甲状膜の傍漉胞細胞腫

が高率に発生し、また雌雄ともに単核球性白血病（ネズミ特有の白血病で、その

発生母細胞はいまだに明らかではないが、大型リツパ球由来あるいは組織球由来

ではないかと考えている人もいる）の発生率も高い。

これらの自然発生腫蕩のほとんどは生後78週頃から急速に増加しはじめるので、

第4表に示すように実験開始後1年ではほとんど腫蕩の発生は認められない。こ

の時点では精巣の間細胞腫の前癌病変と考えられる間細胞の過形成が、自由摂取

群のほとんどの例で観察されたのに対し、食餌制限群では間細胞の発生が抑制さ

れる傾向にあった（第4表）。

第5表に示すように24ヶ月を経過した時点で剖検した例では、雌雄ともに食餌

制限群でいわゆる担癌動物数（何らかの腫蕩の発生が認められた動物数）が有意

に減少した。各腫蕩別に発生率を比較すると、雄では下垂体前葉の腺腫、精巣の

間細胞腫、副腎の褐色細胞、肺の細気管支／肺胞上皮腺腫及び単核球性白血病の

発生率が有意に低下した。一方、雌では食餌制限群で下垂体前葉の腺腫、子宮の

内膜ポリープの発生が有意に抑制され、乳腺腫蕩の発生は認められなかった。

3) 食餌制限の加齢性変化あるいは腫蕩発生抑制の機序

食餌制限による加齢性病変あるいは腫蕩発生の抑制についての機序については

今だに不明の点が多い。しかし、最近になってWalfordらは、 “食餌制限と加齢”

と題する総説の中で、食餌制限により加齢性病変の進展が抑制される機序として、

免疫系の機能、細胞の増殖能、基礎代謝、 DNA修復能、蛋自分成能等の変化あ

るいは体内で形成されるフリーラジカルの代謝能の変化等を挙げている。第3図

に示すように今回の実験においても、雌雄ともに摂餌量を制限して12ヶ月日の時

点ですでに自由摂取群で血液中の過酸化脂質が明らかに増加していることから、

フリーラジカルの増加とそ・れに伴う脂質過酸化が、加齢性病変あるいは腫蕩の発

生・進展に重要な意味をもち、しかも過食が脂質過酸化に促進的に作用している

可能性が示唆された。なお、今回のシソポジウムにおいても、 Leeらは、 F-344

系ラットを用いて60%に摂餌量を制限した結果、 3ヶ月後には血液中の過酸化脂

質の低下があり、同時に肝臓中の過酸化水素濃度の減少および脳、肝臓、腎臓中
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Tables. 
Incidence i~r~~：~f~：＇~i~~~u~~f~~~~；e~~o~~~t;5-344 Rats 

Organ and h1 s色。1。glcaldhgn。sls 「一一F•m・lo ”・lef l z 

Ho. of used rats 50 
関a）苧｝ 50 
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adenoctrcl noma 。 。
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Testis 
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‘ー

43 37 
Adrenal 
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1f ph伺 chr。岡町旬開（6) 3 。 1 

~~·叫・・i.出向・ri”laof cortica 1 c山（A)
3 。 13 。 1 。 。 。

c。rti ct adenom&(B) 。 。 。 。
(A+S) 2 。 。 1 。

τht問－c~11 hyperplul・（A) 3 。 自 zbl 2bl 
E・四11tu間 r(B) 1 。 2 ~b) 5 (A+B) 2 

‘ 

。 10 7 

Lu~~eal hyperplul・ofalve。lareplthellum(A) O 。 。 2 0. 
bron~hlo加／山凶ar 国11 tumo制 1 。 官 5 

l•> (A+B 1 。 。 7 

Ov~~~ca e・11tu耐 F 。 。
Brain 
es tr。cyt切na 。 1 。 。
聞allgnantntlcul。sis 。 。 。 。Ear 
neur。fibrom・ 。 。 。Ear duct 
squamous coll carclnom邑 。

＠同町 1: Ad libltu咽 f・凶IngGr削 p ・） Sta”“ic凶~h sfgniflca白色刷~”f~：唱~：nc。四~~~ ．事Group 2 : Oai！~~estrlcted roup 四 mparedwi gro~~ 1 •nd 2 O Ol) 
Cr。up3 : In ttent fe吋 同 盟 問 叩 b) St•tlstlcall~ sfg ffcant di as 

c。・mpatedwi group 1 and 2 0.05) 
cl Sta印刷lysfgnfficent di伽聞目白 co岡山dw川 group2 and J ! j 
d Statistically sign！何回ntdlff官制目白 compared wf th g町up2・nd3 P• O・05

の過酸化脂質濃度の減少がみられることを明らかにしている。

一方、今回のシ γポジウムで、はChouらが、同じく F-344系のラットの摂餌量

を60%に制限すると薬物の代謝、不活性化に関連のある肝臓中のP-450が増加し、

強力な発癌物質であるアフラトキシγBlとDNAとの結合能力の低下、障害を受

けたDNA(DNA Adduct）量の減少が起こることを明らかにしている。さらに

Turturroらは、食餌制限により紫外線あるいは発癌物質の 1つであるメチルメ

タンスルフォネートにより障害をうけたDNAの修復能力が増強され、 DNA

Adductの1つである 86ーメチルグアニンと結合する蛋白が増加することも明ら

かにしている。このことから、食餌制限により、加齢とともに促進されるDNA

修復能の低下が阻止されるかあるいはDNAに損傷を与える可能性のある化学物
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質の不活性化を促進することにより、腫蕩の発生が抑制される可能性も否定出来

ない。

BadgerらあるいはConnorsらは食餌制限により、視床下部において黄体ホル

モγ放出因子あるいは甲状腺ホルモ γ放出因子等の内分泌ホルモソ放出因子の減

少が起こり、標的臓器の萎縮を招くことを明らかにしている。従って、食餌制限

は特に内分泌臓器での細胞増殖を抑制する可能性も考えられる。今回の実験にお

いて、食餌制限によって精巣あるいは下垂体前葉の腫蕩発生が抑制されているに

もかかわらず、その前癌病変と考えられる過形成はむしろ有意に増加しているこ

とも（第5表）、この可能性を支持する有力な所見と考えられる。

今まで食餌制限による生体機能への影響として、生体にとっては有利な反応ば

かり紹介して来たが、食餌制限の程度によっては生体の調節機能に障害を及ぼす

ことも判明しており、今回のシンポジウムにおいても、食餌制限が及ぼす内分泌

機能への影響として、 MerryはF-344系ラットにおいて食餌制限により、加齢と

ともに進行する性周期の乱れ、および下垂体一性腺の内分泌機能の低下が抑制さ

れることを明かにしている。一方、 AbdoらはF-344系ラットあるいはB6C3F1

マウスで60～70%の食餌制限を行うと、性成熟が遅延するだけでなく、妊娠動物

では着床率の低下、胎児の死亡率の増加し、分娩時間の延長、胎児数の減少もみ

られ、雄では精巣上体内の精子の活力が低下すると報告している。今回の筆者ら

の実験においても、雌では12ヶ月あるいは24ヶ月間の食餌制限で卵巣の萎縮が認

められている。

生化学的な所見としてFeversらは60%の食餌制限を行なったF-344系ラットあ

るいはB6C3F1マウスで、解糖系あるいは脂質代謝が減少し、糖新生およびア

ミノ酸代謝が活性化されること、血糖値が減少すること、ィ γシュリ γの受容体

への結合能が増加すると報告し、またLeakらはF-344系ラットで60%の食餌制限

を行うと肝臓で、ホルモツ代謝あるいは薬物代謝に関する酵素活性の増加があり、

血中のインシュリン、甲状腺ホルモソおよび副腎皮質ホルモソ量も減少すること

を明らかにしている。さらに、 Inqramらは60%の食餌制限を行ったCs1BL系あ

るいはBsAF1、CsB10RF1マウス、 Wistar系ラットにおいて探索運動あるい

は回転運動の増加がみられ、これらの動物では、加齢に伴って起こる脳の線状体

でのドーパミソ量およびコリソ受容体の低下と脳の新皮質での神経細胞樹状突起

の連絡網の減少がみられないことを明らかにしているが、これらの変化が老化あ

るいは腫蕩発生にどの様な関連を有しているかは今後の研究課題でもある。
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4) おわりに

筆者は今回、 1990年3月ワシγトγで行われた“揖食制限の生物学的影響”に

関するシγポジウムで発表された内容を中心にして現在知られている食餌制限の

生体への影響について紹介させて頂いた。適切な食餌制限により、生物の寿命は

明らかに延長されるだけでなく、腫療の発生、老化現象の発現も著明に抑制され

るが、一方では過度な食餌制限により特に内分泌機能あるいは基礎代謝に悪影響

を及ぼす可能性も指摘されている。従って、今後どの様な方法で食餌制限すると

最も効果が得られるか更に詳細な検討が必要と考えられるが、筆者らの実験から

は古くから言われて来た“腹八分目”はまことに理にかなった食事と言えるので

はないかと考えられる。近年、我国でも一億総グルメと言われた時代を脱却して、

食生活に対する関心が高まり、従来の日本食の見直しも行われて来ているが、ワ

シγトソでのシγポジウムの参加者約250人のうち日本からの研究者がわずか 3

人であった事は、この方面に関する日本での関心が欧米に比較するとまだまだ低

いことを意味するものと考えられる。我々の身体は食物によって作られているこ

とに気付いて、我国においても“健康と食事”についての関心がなお一層高くな

ることを期待したい。
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米国における健康、栄養政策

米国FDA, 部長

R. 口ンク

本日は ILSI-JAPANの皆様におあいでき、講演を通してFDAの考え

を述べる機会を得たことを嬉しく思いまた感謝します。 FDAはILS Iの活動

には日頃から大きな期待をし、官界の立場から科学的な企画、実行に協力してい

ます。また1991年10月に開催される、栄養とエイジング。の国際会議の課題は、 F

DAの中でも私の関係しております食品安全・応用栄養セ γターが担当しており

ますのでその成果を期待しています。

米国栄養財団（Nutrition Foundation）は、現在 ILS Iと合併しておりま

すが、アメリカで最も古く、今世紀の初めから栄養の研究・調査を行っている団

体です。そこで刊行されている「ニュートリション・レビューズ誌」と「最新栄

養学」は栄養学のみならず科学分野に携わる研究者や教育者の高い評価を受けて

います。

私は1973年にアトランタで栄養表示に関する講演をしました。これは消費者の

会議で約1500人位の出席者がありました。その講演のあと聴衆の一人が立ち上が

りまして貴方のような人が栄養問題を語るべきではない、とれは栄養問題を侮厚

したことになるといわれました。ですから栄養について話をすることに非常なた

めらいを感じます。私は食品については知識を持っておりますが栄養となります

と別です。

食品の機能について説明せよと言われますとちょっと困ります。私にとっては

食べる喜びということが最大のものです。従って、私にとって一番重要な食品の

属性は味と言うことになります。食品の機能を考えるとき何故我々はある食品を

食べるかということは興味ある問題です。

洞窟に住んでいた我々の祖先達が何を食べたらよいかということを最初に判断

したのだと思います。彼らが火を取り囲んで食事をする際にまずこれを食べたら

Health and Nutrition Policy in U.S. A. 

RICHARD RONK 

Food Safety and Applied Nutrition U.S. FDA 
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死ぬかどうかという判断が一番重要で、あったと思います。つまり安全性というこ

とが重要であったと思います。

はじめは何も分からないわけですが段々利口になりまして死ななければ食べよ

うということになったと思います。さらにもっと利口になり鼠などの小動物を使っ

て安全性を確かめるということに進歩して参りました。食事というものは非常に

伝統的なものでそれぞれの文化によるものです。

私は日本にいるときは日本食を食べていますが帰国すると数ポソド体重が減り

ますが皆様がアメリカに来られると逆に体重が増加してお帰りになることと思い

ます。

これは別に不思議ではなくアメリカでは肉類を主に食べ、日本では魚の蛋白質

や野菜類などを主に食べますので体重が減少することになります。このことは当

然のことで不思議でもなんでもないのですが一般にはまだよく理解されておりま

せん。

アメリカでは食生活と心臓病や癌の予防との関係に関心が深いわけですがその

ためには現在のような食生活を改める必要があります。アメリカの公衆衛生局長

官が健康的な食生活の目標を定めています。その中で重要なことはアメリカ人が

摂取するカロリーのうち脂肪から得るものを30%以下におさえなさいということ

を言っています。アメリカ人の中には脂肪から得るカロリーの減少を必要として

いる人が沢山います。アメリカの特に若い人の中にはカロリーの 50%を脂肪か

ら得ているということはそれほどまれではありません。

アメリカの栄養学者達はアメリカ人特に若い人達がこのままの食生活を続ける

ことに懸念を示しています。このような問題をFDAが取り扱うのは極めて困難

であります。

我々規制当局は警察ではありませんので一般の人にこれを食べるなあれを食べ

るなということを強制することは出来ません。この10年間アメリカの健康福祉省

(DHHS）とそのFDAは消費者教育を行ってきましたがその要点は良い食べ

物とか悪い食べ物があるわけではなく健康的な食事をとることを指導しています。

FDAは栄養的に正しい情報を提供するために食品の表示を改正することを行っ

ています。このためにFDAは一連の提案を行っていますがこれによりアメリカ

の食品表示は革命的な変貌を遂げています。このプログラムの第一段階のーっと

して我々は1990年の盛夏に次のような事を行いました。

1) ある種の食品（例えば栄養上ほとんど意味のないもの、一部の弱小企業の製
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造する食品）を除くほとんどの食品に栄養表示を義務付ける。

2) 栄養表示を義務づける栄養素の種類の改訂。

3) 新しく飽和脂肪酸、コレステロール、繊維、脂肪から得るカロリーを付け加

える。

4) 現在義務づけられているあるものを除く、例えばナイアシγ、リボフラピγ

等

5) ー皿分の量（サーピソグサイズ）の設定

6) 各栄養素の栄養所要量（RDA)

さらに栄養表示の方式を改め栄養表示が消費者にとってもっと有用なもの、理

解しやすいものにします。これは5月18日に作られ7月1日に出されます。この

間、アメリカの議会においてこの新しい表示を法律として義務付けることについ

ての討議が行われています。 FD Aとしては既にその権限があると思っています

が議会は法律を制定してこの改正を権威あるものにしたいと考えています。

そして1990年の末に第2段階の提案が行われますがこれはFDA長官に対する

クリスマスプレゼソトと言っても良いものです。

この提案は先ほど申しました第 1段階のものより難しいもので、まず現在使わ

れています例えば低脂肪、高繊維、高カルシウムなどの記述用語を定義づけるこ

とです。

次に、成分表示の問題ですが、現在食品の成分は量の多い順に並べて表示され

ておりますが、これがはたしてよいかどうかの検討でもあります。例えばフルー

ツジュースような場合 現在のようにただ水と果・汁と書いてあるよりもパーセγ

テージ表示が良いのではないかと考えられます。

さらに消費者を対象にして栄養表示の方式が正しいものかどうかについてのテ

ストを行います。 1991年にこの市場調査の結果に基づいて栄養表示の方式の最終

案を決定します。最後にもっとも困難な問題として食品規格を取り上げます。ト

マトソース、トマトケチャップ、マヨネーズのような（食品全部で440種類あり

ますが）食品には規格が定められています。奇妙なことですが、現在例えば低脂

肪のマヨネーズを製造することは違法です。

食品規格の基本的な考え方は消費者にとって有益な成分を提供するための標準

で、古くは脂肪はこの有益な成分の一つであると考えられていたためにこのよう

になっています。

アメリカにおいては低脂肪アイスクリームは実際アイスミルクですが消費者が
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このような製品を低脂肪アイスクリームと呼びたいのであれば食品規格もそのよ

うに改めていかなかればならないわけですq このような問題を取り扱う場合には

全く先入観をもたないことが必要でそのほうが良い結果が得られます。私は今回

の食品規格の改訂は大幅なものになるのではないかと考えております。アメリカ

の法規制の特徴はこれを改訂する場合は新しいルールを作らなければならず、そ

のためには一般の意見を聴取しなければならないということです。そのため栄養

表示についての消費者の意見を聞くため我々は全米26の地域におきまして会合を

聞きました。これらの会合には農村地域、都市部を含み、また栄養士、栄養学者、

その他の健康問題専門家、少数民族の代表、学生、高齢者、障害者、経済的に不

利な立場にある人達を必ず含むように配慮しました。

また、言語においてもスペイ γ語だけの会合を 3回行い、高齢者だけの会合を

1回行いました。 FD Aは5つの問題領域の会合を行いました。即ち、栄養表示

の内容（どのような内容を盛り込んだ表示を消費者は望んでいるか）、表示の形

式、よりよい情報提供のためのありかた、表示に用いる記述用語、及びヘルスメッ

セージであります。

消費者にとってまず一番重要なことは表示が読めるものであるということです。

多くの消費者は現在の表示は文字が小さすぎて良く読めないので是非改善すべ

きであると言っています。すべての消費者は表示の義務付けに賛成しています。

また栄養表示の形式を変えることによりもっと消費者が望んでいる情報を提供す

るようにするべきであるという意見がありました。消費者はピタミソとかミネラ

ルといった徴量栄養素の欠乏などにはあまり興味を示さずもっとマクロな指肪や

蛋白質、炭水化物がどの程度含まれているかに関心を示しました。

このような消費者の意見を総合してFDAは消費者の望む栄養表示、食品表示

の優先事項を示すリストを作成しました。このリストによりますと消費者の望む

重要な情報はまず、コレステロール、飽和脂肪酸、食物繊維、カロリーに関する

ものです。

ここで栄養表示の形式とそれに入れるべき情報について見てみましょう。

ピザについての例ですがまずその表示を見てこの食品からどの位のカロリーをと

るかということは皆さん自身が決めなければなりません。そうすることにより示

されている情報が有益なものとなります。表示を作成する場合もっとも困難なこ

とはサービッグサイズ（供食の単位の大きさ）の決定です。この場合のサービン

グサイズはピザ1枚の4分の lであります。私の場合一回にピザを四分のーしか
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食べないなどということはありません。

ピザは一枚全部食べます。

この場合ピザ四分のーの単位でカロリーが表示されておりますから全部の場合

にはその4倍、 12に切った場合はその3分の 1として計算すれば良いわけです。

このピザのカロリーは 24 0ですから全部食べない限りそんなに多くはありませ

ん。

この表示には炭水化物についてもかなり詳しく記載されております。つまり、

澱粉、食物繊維、糖類等で文脂肪について飽和脂肪が何グラムであるとか不飽和

脂肪が何グラムと記載します。それからコレステロール、ナトリウム、カリウム

が何ミリグラム含まれているかを記載します。またアメリカの栄養所要量（RD

A）の何パーセントが含まれているかも表示されます。この場合RDAは改正さ

れた後の新しい値が使われています。

これはかなり興味がある書式になっていると思います。ところが消費者団体は

今述べた書式は気にいりませんで別の表示を支持しています。私はこれをオラツ

ダ式表示と呼んでいます。オランダでは色分けした表示が随所に見られます。こ

れもピザで苛ーピングが3.5オγスとなっています。ここではサーピγグサイズ

ごとの乾重量のパーセンテージで記載されています。私はこの表示は好きではあ

りません。

乾燥重量のパーセンテージは消費者にとっても分かりやすいものではなく解釈

が難しいと思います。このような表示を示すことは消費者にこのピザを食べては

いけないということを言っていることになります。つまり食物回避用の表示であ

ります。例えば飽和脂肪、不飽和脂肪、糖、この三つを合わせますと大変大きな

数字になります。この糖を見るとこのピザは大変甘いピザであると思います。も

し私がこの表示により私自身の食生活を管理しようとすれば大変難しいと思いま

す。私自身このような表示におけるパーセンテージが実際にどんな意味があるの

か理解することは困難です。

更にもう一つの栄養表示の書式があります。これも同じピザです。これはやは

りグラフ化した表示です。このような表示を好む人は大体一日中コシピューター

と取り組んでいるような人でしょう。例えば経営分析の専門家のような人です。

しかしコンビューターの専門家であればもっと良いグラフが書けるのではないで

しょうか。一番問題なのは私がこの表示を一見してすぐ思うのはナトリウムがこ

のピザの主成分ではないかと感じることです。従ってこの表示はこのピザの正確
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な表示ではないということになります。このことは何故我々が消費者調査を行っ

たかという説明になると思います。

なぜならば、政府が答えられない問題が色々ありますがその一つがまさにこの

ような表示を如何にグラフ化するかということです。従って創造力の豊かな人が

参加して表示の問題を考えてもらうことが良いと思います。彼らの多くは決して

栄養問題の専門家ではありませんが消費者との意志の疎通についてはよく知って

いると思います。もう一つの例も興味深い方式でシンボルを用いたものです。消

費者団体はこのような方式を好んでいます。前に述べたものよりはこのほうが良

いと思います。消費者団体の主張は消費者は表示を読まないであろう、それより

も赤、青、緑のように示すことの方が効果的であるということです。

この表示で興味あることは記述方式例えば高、中程度及び低を使っていること

であります。例えばこのピザは中程度の蛋白、中程度の澱粉そして低繊維となっ

ております。またかなりのカルシウムを含んで、いますがこれはチーズが使われて

いるからです。ビタミンCは少ないのが当然ですがトマトソースは使われていま

す。脂肪についてはやや分かりにくいと思います。ここで、全体の指肪の量は中

程度、飽和脂肪も中程度、不飽和脂肪は低いとなっています。これを見て全体の

脂肪はどうなっているのかということを考えるのです。勿論コレステロールなど

も重要でありますが減量やダイエットに関心のある人にとっては一番関心のある

情報は飽和脂肪の量よりも全体の指肪量とカロリーの値ではないかと思います。

その意味ではこのような表示はあまり役に立たないのではないかと思います。栄

養表示に関しては大体申し上げました。

次に健康に関する問題ですが、これに関しては国立科学アカデミー（National

Academy of Science）の特別パネルに諮問しまして秋に答申が出されること

になっております。その中でアメリカの一般の消費者に対して如何に栄養の情報

や教育を与えるかについて健康と公衆衛生の見地から検討してもらうととになっ

ています。

ここに貿易交渉の関係の方がおられましたらアメリカが表示の制度を改めた場

合にそれが他国との貿易にどのように影響してくるかについての質問がでること

と思います。

それに対する答として、新しい表示はW HOの国際食品規格によく適合してい

るものであると申しておきます。そこでこの健康に関する表現（Health

Messages）について少し申します。最初にちょっと奇妙なお話を申します。
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1962年に医薬品に関する改正が議会で制定されました。だれも食品は疾病予防や

治療に関係あるとは思わなかったのです。従って極めて単純に、もし疾患の治療

や予防に効果があるのであればそれは医薬品であって食品とは見なされないと考

えられました。例えばカルシウムは強い骨を作るというのは栄養のクレームであっ

て医薬品としてのクレームではありません。もしカルシウムやミルクが骨粗霧症

を治癒させると言ったときにはこれは医薬品としてのクレームになります。 K社

のシリアル製品の箱にアメリカ国立癌研究所の食物繊維は直腸、結腸癌を予防す

るという表示がなされたわけですが、私はこれはあきらかにポリシーの変更を要

することになると思いました。私は必ずしもこの表示が正しいと思ったからでは

ありませんがポリシーが変わってくると考えました。 FDAは結果としてこの表

示を撤回させました。

もし我々がFDAの長官にこれが正しいかどうかという質問をすれば、彼は答

えるのにためらいを示すと思います。なぜならば、癌の問題については国立癌研

究所は最高の権威であるからです。そこで我々はこの問題を考え、食品表示にヘ

ルスクレームを許可するかどうかを検討しました。その結果、ある条件下ではヘ

ルスクレームを許可すべきであるとの結論に達しました。これが1983年で現在が

1990年ですから 7年間の聞に色々議論をしてようやくオーダーを出しましたo こ

れは最初のオーダーとはまったく異なるものです。前にありましたヘルスメッセー

ジのことは忘れて新しいものだけを見てください。

ヘルスメッセージの基礎になっているのは二つの資料です。即ち、公衆衛生局

長官の食餌と健康に関する報告と国立科学アカデミーの食餌に関するリポ」トで

す。

これらは3000ページにもわたる広範なリポートです。我々はへスルクレームに

関する正当性をこれらの資料のいずれか一つに見いだせなかった場合はこれを認

めないことにしました。つまり食品表示にヘルスクレームを入れる場合はこれが

学界において一致した見解が確立したものでなくてはならないということであり

ます。例えば脂肪の摂取と心臓血管系の疾患との関連については私共は疑いのな

い事実であると考えています。

またコレステロールと心臓血管系の関係についても疑問の余地はないと考えま

す。

カルシウムに関しては17才から30才位までの若い女性のカルシウム不足状態に対

して食品の中にカルシウムを強化することが将来の骨組繋症の予防になるという
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ことをごくやわらかい調子で表示することに異論はありません。このカルシウム

の問題はヘルスクレームの許可の限界にあると思います。食物繊維と結腸、直揚

癌の関係でありますが食物繊維といってもいろいろあり、どの食物繊維がどのよ

うな効果があるのかは先ほどの資料にも明らかにされてはおりません。食物繊維

とコレステロールの関係も業界ではオーツの繊維がコレステロールを低下させる

と言っております。我々はそこでこれらの表示について検討をしておりオートミー

ルに関して規制を行うことはやはりたくありませんがオーツふすまを添加したマッ

フィ γ等については何らかの規制をすることを考えています。 600カロリーもあ

る脂肪を含みレーズγも入ったマッフィ γがふすまが添加しであるという理由で

コレステロールを低下させると主張することは納得がいかないわけです。このよ

うな表示は非合理的です。なぜなら繊維が入っているからコレステロールを低下

させるといいながら高い脂肪の含量については消費者に明らかにしていないから

です。先ほど示しましたように栄養表示の中には繊維が表示されるわけですがこ

れがどの繊維を意味するか、全体なのか水溶性のものなのか非水溶性のものなの

かもはっきりしませんし、また食物繊維の定義自体よく分かっていません。我々

の栄養学者とこれについて先日も検討をしました。そこで私は繊維についてあま

りよく知らなかったということが分かりました。コレステロールの低下には可溶

性の繊維が重要ですがほとんどの表示にはこれが区別されてはおらず例えば小麦

のふずまに繊維が多いといってもこれだけではあまり意味がないことになります。

私の理解するところでは食物繊維は食物の中で消化されない部分ですがそうす

ると例えば木、砂糖黍、パルフ。も食べて消化されなければとれも食物繊維なのか、

大豆のふすまも食物繊維に含めるのかということになります。我々は食物繊維と

して売られているものの繊維の原料30種類位のものについて調べました。 1977年

の国立科学アカデミーの報告によれば食物繊維は全体の固形分の60%でそのうち

約20%が可溶性繊維であります。天然の繊維の起源、果物とか野菜を見ればこの

ような組成にはなっておりません。砂糖黍もあるいは良い繊維源かもしれません。

この場合全体繊維は81%で28%が非可溶性の繊維でほとんどペクチンです。これ

からしばらく栄養学者の間で食物繊維とは一体何なのかと言うことが議論される

ことと思います。

以上に、栄養表示の改訂について概略を申し上げましたがアメリカにおいては

これがまず正しい科学的裏付けに基づくことが重要であるとともにまた政治科学

的な考慮も大切であると思います。我々にはノtイオテクノロジ一、薬理学、毒性
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学のエキスパートもおり食品添加物規格の専門家もおりますが栄養学に関しては

誰もが専門家です。なぜなら我々は毎日食事を食べているからです。

もう一度私の話の最初にもどりどうぞおいしい食事を召し上がって下さい。

どうも有難うございました。

本講演は19卯年5月18日に行われたもので、米国における食晶表示改訂の背景となるFD 

Aの考え方を解説したものである。この線に沿って現在米国の上下両院を巻き込んだ急速な

変化が進行している。そのため編集部では大沢満理子氏にお願いして米国における食品表示

改訂の動きの現法を年表の形でまとめて頂いたのでこの講演の付属資料として参考に供する。

資料

2 6 

’41 

’73 

’73 

’75 

’88 

Chronology I Nutrition Labeling 

国立科学アカデミー（NAS）がRecommendedDietary 

Allowance (RDA：推奨栄養所要量）

第一版制定（以来5年毎に改訂；現在は第10版）

RDA：栄養改善の指標

（年令によって非常に細かく一日摂取量を決めている）

RDA第7版を基に、 FDAが

Recommended Daily Allowance (U.S. RDA）を制定

年令によって余り細かく分かれていると表示の際やりにくい

ので、一番高いRDA値を選んでFDAが設定

現行のNutritionLabeling規則提案

現行のNutritionLabeling規 則 施 行

HHS Surgeon General’s Report on 

NUTRITION AND HEALTH 発表
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’89.7.25 

’89.8. 

’89.9.20 

’89.10.16 

’89.11.1 

’89.12.7 

’89.12.13 

’90.2.8 

’90.4.25 

’90.5. 

Waxman下院議員と Metzenbaurn上院議員が、

、NutritionLabeling and Education Act of 1989＇＇を

議会に提出することをFoodand Nutrition Labeling 

Groupが告知

FDAがfoodlabeling制度全般にわたる見直しを図る意向

(an advance notice of proposed rulernaking ; ANPR 

M）をFRに発表、広く publiccommentを求めた

ANPRMに対して寄せられたpubliccommentを検討する

ため、 publichearingを開催する旨、 FR~こnoticeを発表

第 1回FDAHearing on food labeling I Chicago 

第2回FDAHearing on food labeling I San Antonio 

第3回FDAHearing on food labeling I Seattle 

第4回FDAHearing on food labeling I Atlanta 

FDA Open Meeting on food labeling I New Orleans 

他、 50ヶ所で、local、consumerexchange，を開催

上院： Sen.MetzenbaumBill (S.1425）、Nutrition

Labeling and Education Act of 1989'' /Senate Labor 

and Human Resourcer Committeeで可決され、上院／

本会議へ

下院： Rep.WaxmanBill (H .R. 3562) 

、NutritionLabeling and Education Act of 1990"The 

House Energy and Commerce Committeeで可決され、下

院／本会議へ

’90.7.19 FDAが下記の 4つのfoodlabeling制度改訂案（proposals)

をFRに発表
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’90.7.30 

’90.9.26 

’90.10.24 

’90.10.26 

’90.11.8 

’91.2.12 

2 8 

I.Mandatory Nutrition Labeling 

2. Serving Size 

3.RDI,DRV 

4. Cholesterol Descriptor 

下院／本会議で、NutritionLabeling and Education Act 

of 1990＂可決

the National Academy of Sciences' Institute of Medicine 

(IOM）が、、NutritionLabeling, Issues and Direction 

s for the 1990s＂と題するレポートを発表

上院／本会議で、NutritionLabeling Education Act of 

1990'' (H. R. 3562）修正案に若干の修正を加え、可決

下院が上記上院修正案を承諾、可決

上院修正案を大統領が承認、署名

→Nutrition Labeling and Education Act of 1990 

(Public Law 101-535）発効

Nutrition Labeling and Education Act of 1990施行により

、proposalの修正、新たなre-proposalの提出が必要となった。

、、Fresh＇＇という用語の使用規準についての法規をつくる旨

のnoticeをFRに発表［この法規に違反した場合は法的措

置をとる］

その後、 FDAによる厳しい不適当表示の取締りが続いている。

（オレンジジュースホFri白 h”表示パスタソースヤ氏支sh＂表示

植物油、NoCholesterol'＇表示等）

食品と LS No.28 1991 



’91.3.14 NLEA施行により、 FDAに課せられたHealthClaimある

いはDescriptorに関する 3つのpetitionsと、連邦法の州法

に対するpre-emptionに関する 1つのpetitionについて、

コメツトを求める旨のnoticeをFRに発表

’91.4.4（’91.4.5) Serving sizeに関するPublicMeetingを開催

(FRにnotice発表：’91.2.26)

’91.5.20 

’91.5.30 

’91.6.21 

’91.11.8* 

まで

’92.ll.8* 

まで

食品と LS No.28 1991 

栄養表示のフォーマットに関するConsumerResearch 

についてのFDAReport ，、A Study of Nutrition Label 

Formats : Performance and Preference，が完成した旨の

noticeをFRに発表。同時にFDAReportに関するコメ γ

ト、及びその他のフォーマット案の提案を求める。

Food Labeling~こ関する州法、地方の法律を調査するため

、PublicMeetingを開催。

(FRにnotice発表’91.5.8)

同時にPublicMeeting前に関連情報、コメ γトの提出を

求める。

日）Aが、食品の成分表示についての改訂案（proposal)をF

Rに発表

*(NLEAにより、規定されている）

*(NLEAにより、規定されている）
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3 0 

1. Mandatory Nutrition Labeling 

2. Serving Size 

3.RDI,DRV 

4. Cholesterol Descriptor 

5.Food Ingredient Labeling 

施行日は、

すべて同日

とする
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FAQ/WHOバイオテクノ口ジ一
応用食品の安全性評価に関する

専門家会議に出席して
(1990年11月5日～10日、ジュネーブ）

食品薬品安全センター

秦野研究所研究顧問

粟飯原 景昭

三主

昨1990年7月、世界保健機関（WorldHealth Organization, 

WHO）から小原哲二郎 ILS  I Japan会長宛に、

“Joint FAO/WHO Consultation on Assessment of Biotech-

nology in Food Production and Processing as Related to Food 

Safety”（Geneva, 5 -10 November ,1990) 

への日本代表としての出席もしくは適当な代理者推薦の要請が寄せ

られた。小原会長は諸般の情況を慎重に配慮されたすえ会長に代り

粟飯原（食品薬品安全センター秦野研究所研究顧問、食品衛生調査

会バイオテクノロジー特別部会委員、 ILS I Japanバイオテクノ

ロジ－WGアドバイザ一）をWHOに推薦、 WHOはそれを了承し

た。そして、当該会議における宿題発表として、 『バイオテクノロ

ジーを応用して製造された発酵食品における潜在的危険可能性の整

理』および『食品生産・加工におけるバイオテクノロジ一応用に関

連した安全性評価手法の最新事例について』の二課題が割当てられ

た。

なお、小原会長が粟飯原の推薦と同時にWHOに対して要請なさっ

た ILS I Japanからのオブザーパ一派遣に対しても了解され、

I LS I Japanバイオテクノロジ－WGサブリーダー高野俊明氏

（カルピス食品工業研究所）がオフ’ザーパーとして参加した。

Re po同fromthe FAO/WHO Consultation Conference on Biot1配 hnologyFoods 

食品と Ls No.28 1991 

KAGEAKI Al BARA, Ph.D. 
Vice-President ILSI JAPAN 
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会議の背景

先進工業諸国におけるバイオテクノロジ一応用食品生産に関する基礎研究の急

速な進展と、その実用化への関心の高まりを踏まえてFAO/WHOは、バイオテ

クノロジ一利用食品の安全確保に関する国際的調和の重要性を配慮し、専門家会

議を開催するにいたったといえる。この種会合の必要性は、先進諸国の間ではつ

とに話題となっていたものであった。事実、ほとんど同じ時期、 1990年10月末に

は経済協力開発機構（OECD）の「バイオテクノロジーに関する専門家会議」

においても、分科会を設けバイオテクノロジーを応用した新規食品などの安全問

題に対応する体制が出発した。他省庁の担当者とともに厚生省環境衛生局食品保

健課平野雄一郎課長補佐が出席した。 OECDは、その基本的性格からいって、

先進諸国を中心に協力して世界の経済的開発発展を指向している。従って、バイ

オテクノロジーについても其の推進に常に積極的姿勢が貫らぬかれており、その

ことは、 1991年6月の第2回分科会においてより明確に示された。 OEC Dの守

備範囲が、安全性を配慮しつつも、特に新技術が有する経済的貢献性評価を明ら

かにすることにあるといえよう。一方、 WHOの責任範囲は、新技術自体の発展

開発は理解しつつも、医学生物学的見地に立って其の生産物の健康への影響（安

全性評価）をより明らかにする立場にあるといえる。

会議出席者

WHO専門家会議には、以下に記す20数名が、 WHO本部に招集された。すな

わち、招待発言者として 9名（日本からは栗飯原、その他ニュージーランド、エ

ジプト、コスタリカ、英国、米国、インド、ドイツ、ソ連邦からの代表者）、オ

ブザーパーとして、 EC2名、国際生命科学協会（3名、日本からは高野俊明）、

国際消費者組合連盟、国際食品科学工学連盟／国際栄養科学連盟合同、食品・栄

養・バイオテクノロジー委員会、経済協力開発機構（OECD）、国連工業開発

機関（UNI DO）など国際機関から10数名が出席した。

事務局は、 WHOおよびFA Oに臨時出向の形で参加した米国農務省、

Mt.Sinai医学セ γター（N.Y市）、デγマーク農務省毒性研究所、カナダ厚生

省食品庁、米国FD Aからのバイオテクノロジーあるいは食品安全問題専門研究

者に、 WHO専門担当者4名を加えた 9名で構成された。

議長に、テキサス大学S.A.Miller教授（米国厚生福祉省食品薬品庁FD A国

立食品安全性応用栄養センタ一前セ γター長）、副議長にエジプト国立研究セ γ
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タ－Dr. Laila A. Hussein博士が選出された。

会議の概要

実質討議の導入部として、 「バイオテクノロジーの歴史と最近の進歩 CD.A.Jon部

英国農林水産食糧省）」にはじまった会議は大別して4部に整理される。

第 l部「食品バイオテクノロジーの現状」

(1）最新の従来法による発酵食品の現状（LA.Hussein）、白）植物バイオテク

ノロジーの現状（N.K.Notani，インド）、（3）動物性食品におけるバイオテクノ

ロジーの現状 (J.W.Godon，米国Mt.Sinai医学セγタ一）。

第2部「食品中に意図的もしくは随伴的に組み込まれる物質のバイオテクノロジー」

(4）食品添加物（A.Somogi，ドイツ厚生省Maxvon Pettenkofer研究所）、（5)

食品加工素材としての徴生物蛋白質（M.N. Volgarev，ソ連国立栄養研究所）、

(6）生物農薬（W.R.Jaffe，コスタリカ農業協力機構）。

上記6講演については、それぞれバイオテクノロジ一関与の度合は異なるが、

種々諸質疑応答がなされた。

第 3部「バイオテクノロジ一応用食品の潜在的危険可能性の列挙ならびに安全

性評価原理」

異種間の遺伝子組換え技術、いわゆるニューバイオテクノロジーそれ自体の危

険性の実証は、今までのところ科学的にも歴史的にも見出し得ないことを再確認

したといえる。しかしながら、その討議の過程においては、あらかじめ指名され

た発言者がそれぞれ約20分間与えられた課題について、起とるかも知れない危険

の可能性について、理論上の疑問のみならず専門家以外の人々の感覚的疑念も含

めて整理し、それについて徹底した全体討論が行われた。すなわち、

(7）発酵食品における潜在的危険可能性（粟飯原景昭）。供与体、挿入遺伝子、

制御遺伝子導入、宿生、組換え体、組換え体の腸内定着性、生理活性物質生産性

の有無などについて、各論的に論議したが、このような総括がはじめてなされた

ことについて評価された。

(8）微生物由来の添加物などにおける潜在的危険可能性（I.Knudsen，デソマー

ク国立食品庁）。 GILS PとGRA  Sに関する考え方の相違、栄養素を対象と
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する安全性評価試験法の特異性について。

(9）微生物由来バイオテクノロジ一応用食品の安全性評価原理 (J.Maryanski, 

米国FD A、バイオテクノロジー調整官）。従来食品の安全性評価に一般的に適

用されてきた毒性学的試験中心の方式にとどまることなく、遺伝的改変の詳細、

生産物の分析成績などを総合的に判断する新規な評価原理が提起された。遺伝的

改変以外の部分で、製造法に新規方法が導入された場合にも、安全性評価を必要

とする場合のあることなどについて論議があった。

(10）植物食品の潜在的危険可能性（A.J. Conner，ニュージーラ γ ド国立科学産

業省）。関与が考えられる 6要素について述べ、その結果生ずるかも知れない毒

性学的ならびに栄養学的問題が論ぜられた。

(11）植物食品の安全性評価原理（D.C .Mahon，カナダ厚生省食品局長）。徴生物

において提唱されたと同様な安全性評価原理が述べられた。植物の場合には、各

国ごとの伝統的食生活に基づく配慮も必要なことなどの論議もあった。

(12）動物食品の潜在的危険可能性（J . W. Gordon，ニューヨーク Mt.Sinai医学

セγタ一）。導入される遺伝子（ホルモ γ、薬剤耐性、栄養要因など）ごとの特異

的潜在危険性および遺伝子導入法に伴う諸問題について理路整然とした解説であっ

た。本来有毒成分を持たない温血動物では、もし毒性の示される場合には、まず

対象動物自体になんらかの影響が認められるので、そのことが安全性評価の一助

となりうると考えられるが、魚類や無脊椎動物など冷血動物の場合には、固有の

毒性成分についての配慮の重要性が論ぜられた。

(1司動物食品の安全性評価原理（R . Carnevale，米国農務省食品安全性監察局）。

それ自体が安全性評価の証となっている動物の場合は、徴生物あるいは植物の場

合とは異なる評価法が必要である。しかし、導入遺伝子あるいはそれによって産

出されたなんらかの好ましからざる物質が食品を介してヒ卜へ移行する可能性に

ついて、検出するための方法を化学分析を中心に組み立てる必要性が論ぜられた。

第4部「バイオテクノロジ一応用食品に対する安全性評価法の現状の例示」

E C、米国、日本、 IFBCそれぞれの代表者から発表される予定であった。し

かし、おそらく全日程の時間的制約のためであろう、急、に粟飯原が全体をまとめ

て、それぞれの異同について現状を報告するとととなった。比較検討および4者

協議の結果、いずれにおいてもバイオテクノロジ一応用食品全般を一括して評価

する方法は時期尚早と考えられる。具体的に実用段階にいたった製品ごとに、遺
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伝学的情報解析、毒性学的（化学分析および生物学的試験）ならびに必要に応じ

て栄養学的試験の総合的判断によって、その安全性評価を行う方向にあるという

結論を得た。なお、評価方法の妥当性の検討あるいは国際的にも調和のとれた評

価法の開発など、今後この分野における国際協調の重要性が指摘された。

以上、食品バイオテクノロジ一全般に関する現状報告、各分野別の潜在的危険

可能性に関する解析と検討、さらに各分野別の安全性評価原理についての提起を

踏まえ、それら討議とほぼ同時進行的に事務局によって議事録案が準備された。

同案に関しては、各章別にその組立ておよび一言一句にわたって全員による徹底

した論議が行われ、事務局の作文作業は連日深夜に及んだ。承認された各章別議

事録を整理して、会議全体の結論ならびに勧告が最終日に提案され了承された。

それらの概要は次のとおりである。

結論の要旨

① バイオテクノロジーの将来はひろく、医薬品、動物用医薬品、診断薬ある

いは農薬として広く利用される可能性が大きい。

② 世界の食糧問題の量と質の向上にとって、いわゆるニューバイオテクノロ

ジ一応用食品への期待と可能性は大きい。この新技術が適切に導入されるならば、

その安全性に関し特に、従来技術と比較して心配することはないと考えられる。

③ これはバイオテクノロジー固有の問題ではないが、すべての食品製造加工

において、工程処理などの変更に伴う注意深い安全性評価が必要なことはいうま

でもない。

④ バイオテクノロジ一応用食品を含め、新開発食品の安全性あるいは栄養価

評価に関しては、従来の同種食品を対照とし、最終産物のみではなく、加工処理

工程や消費過程をも配慮、した対比が重要である。

⑤ とのように、従来法によって生産製造、加工処理された食品に関する食品

化学分析あるいは栄養分析のデータが必要となるが、広く利用可能なデータの集

積が国際的に十分でなし、。

⑮ 遺伝的改変に関しては、分子遺伝学的分析、また最終製品については化学

分析によってその特徴を明確にするが、もし必要とあれば、生物学的試験を実施

するといった、生物現象の仕組みの理解を基盤に置いた新しい多面的かつ系統的

安全性評価法が望まし＼，、。

⑦ 将来は、バイオテクノロジ一応用食品を含め、新規開発食品全般に適用可
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能な総括的評価の枠組みができるかも知れない。しかし、それまでの聞は個々の

新規食品それぞれについて評価する必要がある（汚染物質あるいは既知有毒有害

物質に関しては、食品衛生上の一般的原則が適用されることはもちろんである）。

③ ニューバイオテクノロジーで作られた製品については、分子生物学的情報

もその安全性評価に重要な役割を果たすと考えられる。将来的には、食品徴生物

として使用可能な徴生物に関する遺伝的特質に関する一般則が整理されるであろ

う。

⑨ バイオテクノロジ一応用食品の基礎的研究はともかく、その実用化に関し

ては、徴生物や植物に比べて、ほ乳動物への応用にはなお時間を要するが、水産

物では比較的早期に応用されるようになるかも知れない。

⑩ バイオテクノロジーの食品への応用と、その安全性評価については、各国

政府への専門的助言が早急に必要とされると考えられる。

⑪技術開発の急速な進展に則して、近い将来、 FAO/WHOは再びこの種の

会議の開催が必要である。

併せて、 FAO/WHO合同会議は、次のような趣旨の勧告を行っている。

勧告の要旨

バイオテクノロジー技術進展に応じ、各国政府は消費者健康保善のために、適

切かつ強力ななんらかの対応をとる必要がある。

バイオテクノロジーによって製造された食品の評価を容易にするために：在来

食品の栄養素含有量および有毒物質存在量、食品製造に用いる在来徴生物の分子

生物学的解析、ならびに食品製造に用いることを意図した遺伝子改変徴生物に関

する分子生物学的および毒理学的情報のデーターベースを設立すべきである。

バイオテクノロジ一食品に関する健全かつ科学的情報を判り易く消費者に伝え

るべきである。等々に加え各国政府機関ならびに諸国際機関の協調的な国際活動

の重要性が指摘された。

おわりに

国連の専門家会議は、政府開会議と異なり原則的に各国から夫々の分野の専門

家が会議主催部門の判断によって招集される仕組みになっていることは御承知の

通りである。今回の会議に ILS I Japan 小原会長宛に要請があったことは、

IL S I本部の活動（例えばInternationalFood Biotechnology Council, 
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IFBCへの大きな寄与）に加え、 ILS I Japanとくに今回と関連してはノミイ

オテクノロジ－WGの日頃の活動がWHOにおいても高く評価されていた結果で

あったとの印象を得た。

『IFBCバイオテクノロジ一報告』の全訳については現在いよいよ最終段階に

はいり、 WGの各委員の努力が、また一つ成果を上げようとしている。今回の会

議に、そのサブリーダーの一人である高野俊明氏が参加したことの意義は将来の

WG発展のために非常に大きく、小原会長の好判断の賜であった。

なお、今回の会議録についてWHOは、当初FAO/WHO Technical Report 

の一冊として刊行を予定していたが、最近になって、 1991年12月にWHO単行

書籍として英、仏、西語ならびにデソマークの協力にを得て独乙語版によって出

版する準備が進められている。 1991年6月、 WHO担当官Dr.F. K a ferstain 

との聞にその日本語版出版について ILS I Japanとの聞に約束が成立し、

WHO側から感謝の意が表された。
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I LS I総会・訪欧報告

I LSI JAPAN 訪欧グループ

ILS I本部の1991年度総会は、 EC統合を明年に控えて企画されたシンポク

ウムの開催にあわせて、ベルギー・フ．ルッセル市の SA Sロイヤルホテルにおい

て、 5月14日に開催され、これと前後して、役員会、支部会、関連委員会が開催

された。本協会では、総会への出席、 ECシンポジウムへの参加ならびに、食品

や素材の研究の状況を探る研究所訪問を盛り込んだ 2週間の訪欧ツアーを企画し

た。

このツアーには、協会から、山崎理事、福富幹事、青木編集委員、会員会社の

小原氏のほか、外部から 3名の参加を得た。また、 ECシソポジウムには、林、

杉田両本部理事のほか、藤井、園部理事も参加した。

総会、支部会の議論、 ECシソポジウムの討論、研究所訪問の様子について報

告する。

総会の開会（左から M・ホリスバーガー！LSI ヨーロッパ会長、 L•エルンスター！LSI ヨ一口・7パ理事長、
A・マラスピーナ！LSI；本部会長）

Report of !LSI JAPAN Mission to Europe 

!LSI JAPAN Mission Report(l): I LSI lnternatianol Annual Conference 

FUMITAKE FUKUTOMI Secretariat, !LSI JAPAN 
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I L S l本部総会

I LS I JAPAN 幹事

福冨文武

1991年度総会は、 5月14日、プルッセル市SA Sロイヤルホテルにおいて、 60

名の出席者を得て開催された。

議事に入る前に、 ILS Iが新たに製作した ILS I紹介のビデオが映写され

た。ビデオは、設立後13年を経て、ますます活発な事業活動を行っている ILS 

Iの総てを紹介し、各方面の有力者の賛辞をもって編集されている。このビデオ

は、日本語ならびにスペイソ語にも翻訳されている。 （日本語のビデオの貸出し

についての間合わせは、本協会事務局へ）

1 ）会長の年次報告

A. マラスピーナ会長は、 1990年においては、従来にまして、産、官、学にお

ける多くの課題について、 ILS Iが貢献を続けていること、とりわけ、各国間、

あるいは国際的なレギュラトリー・サイエンスの分野の調和に、多大の貢献を行っ

たことを報告した。その科学的な活動の成果、とくに栄養、食品の安全、リスク

サイエンス、アレルギ一等の課題へのとりくみを通じて、産業界のみならず、各

国政府、国際機関、学会における評価を高めている。 1990年には、日本の 5社を

含む44社が新たに入会し、また、ブラジルとアルゼγチソに ILS I事務所が開

設され、昨年設立のメキシコを含めて ILS Iラテンアメリカ支部が開設された。

ILS Iの国際的な事業活動から、各国あるいは各地域の行政機関に加え、 W

H O、FA OならびにPAHOの国際機関との連けいが強まった。

ILS Iが行っている長期的かっ基礎研究への援助は、 74研究所に及び、それ

らの成果は、 39回にわたる学会やシンポジウムの開催、 33に及ぶ刊行物を通じて

発表されている。

一方、 ILS Iの傘下に置カ通れている米国栄養財団、アレルギ一研究所、ヒュー

マンニュートリショソ研究所、リスクサイエソス研究所、環境健康科学研究所に

おける事業活動は、それぞれの分野の抱える課題について解明をはかりつつ、行

政のデシジョソメイキソグに寄与している。
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とくに、リスクアセスメソトにおける ILS Iの役割りは、国際的な流通に孫

わる諸法制上の調和をめざすうえで有用とされている。

会長は、最後に、 ILS Iは、すでに各国政府に認知された国際的な科学団体

として地位を固めていることを誇りに思うとともに、この誇りを各支部ならびに

会員は有効に活用すべきことを協調した。

2) I LS l各研究所の概要

2-1) I LS lリスクサイエンス研究所（RSI) 

c.へγリ一所長から、 Rs Iは昨年からはじめた6研究を加えて、現在31の

研究を継続しており、安全性の決定のために必要な判断規準を求める手法、リス

クコミュニケーショ γ、安全性試験法の開発等の追求をしていること、また、米

国環境保護省と非常に密接な作業を行っていることが報告された。

2-2) I LS lヒューマン・ニュー卜リション研究所（HN I) 

s.ハリス所長は、 HNIは、栄養関係の諸問題について、各支部や会員に対

して支援できる体制を組んでおり、すでに ILS Iヨーロッパ支部が扱った「エ

イジγグとクオリティ・オブ・ライフ」 (1990年、スペイソ）のワークショップ

に協力したし、また1991年 ILS I日本支部が十周年を記念して行う「第一回栄

養とエイジング国際会議Jに共催し、企画や運営面で協力していることを報告し

た。

2-3) I LS lアレルギー・免疫学研究所（A I I) 

新たに設立されたAI Iは、米国NI HのD. メトカルフェ博士（委員長）、

日本の宮本昭正博士をはじめ11名の専門家で構成される科学委員会で、当面とり

組むべき課題について検討が加えられ、食物アレルギ一、食物アレルギーに対す

る免疫療法、食物摂取と呼吸困難を優先づけている。本格的な研究活動は1991年

から行われる。

2-4) I LS l病理・毒性学研究所（PTI) 

u.モーア所長が、この研究所は従来、教育訓練を行ってきた委員会の継続で
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あり、ハノーパー（欧州）、奈良（アジア）および米国においての ILS I組織

病理セミナーを引続き発展させること、さらにこれを補完するモノグラフシリー

ズの刊行を行い、若手動物実験研究者の病理組織診断能力の向上に寄与している

こと、また、組織病変についての命名法の国際的な整合性をはかるためのフ。ログ

ラムについて紹介があった。

2-5) I LS l環境保健科学研究所（HESI) 

グローパルな課題として関心の高まっている環境問題に対応するため、 HES

Iが1989年に設立され、科学的な調査研究を開始しているが、当面の課題として

とりあげられているものとして、固形廃棄物に由来する安全性の問題、リサイク

リング、化学物質のリスクアセスメ γ ト、免疫毒性との係わり、毒性試験におけ

る動物と人との相関などがある。

3）支部の報告

3 -1）北米支部（A. マラスピーナ会長）

北米支部は50の会員が、それぞれの課題ごとに技術委員会を編成して調査研究

ならひ、に委託研究を行っている。

技術委員会としては、酸化防止剤、アスパルテーム、乳化剤、カフェイ γ、着

色料、食生活と行動、食品と徴生物（病原菌）、食品・栄養・安全（主要栄養素、

エイジソグ、食品表示、脂肪酸、果糖、少年・青年期の栄養）についての活動を

続けている。

栄養財団の継続業務として、 「ニュートリショ γ ・レビューズ」誌の刊行（月

刊、 5000部）、 「第6版最新栄養学」の刊行は、若手栄養研究者のみならず、各

分野の研究者や行政、産業界にも好評である。

3 -2）オース卜ラリア支部（B. 口ウ会長）

オーストラリア支部は、 18の会員で構成され、会員に関心の高い話題について

の学会を開催しており、 1990年には、グルタミソ酸、食品の安全についてのシン

ポジウムを開催した。また、マレーシアで行われた「第一回アジア食品安全会議」

にも協賛した。
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3 -3）ヨーロッパ支部（M.フォンデュ科学担当理事）

ヨーロッパ支部は50の会員で、構成されている。 EC統合を前にして、 EC法規

の整備が進められている中で、ヨーロッパ支部はそれらのデシジョ γメイキ γグ

の基盤となる科学データや情報を提供するための活動で多忙をきわめている。

設立以来設置されているワーキソググルーフ。は、ヨーロッパの有力な科学者を

擁して活発な活動をしている。毒性学WGでは、現在行われている毒性試験につ

いての再評価を進めており、 ADI （一日摂取許容量）の考え方、安全係数の評

価、低用量暴露、飼料の組成、食品の評価法、食事摂取調査法、年令別の毒性受

容、食品成分と消化器内徴生物叢、食物アレルギ一、無作用量の解釈、アルコー

ルと適正飲用などのテーマにとり組んでいるが、これらの多くは、 ECやFAO/ 

WHO、各国政府との連けいのもとで行われている。

栄養WGは、食生活と健康の連関の証拠、糖と炭水化物、脂質、食物繊維、ビ

タミン、ミネラル、口腔衛生、エイジソグ、 ECの栄養施策における科学的裏付

け、ライト（軽・短・薄）志向製品の考え方などの具体的問題について、科学的

な解明をはかりつつある。

食品徴生物WGは、食中毒と徴生物、食品安全確保のための徴生物管理、 HA

cc Pの科学的裏付け、 ECならびにWHOの食品安全計画への科学情報の提供

などで重要な役割りをはたしている。

これらのWG活動に加え、ヨーロッパにおける緊急課題として、天然・自然毒、

残留農薬、環境由来の食物汚染、食品由来の環境汚染、容器包装材質の安全性、

電子レソジによる調理の安全、食品添加物の評価、などについてもとり組んでい

る。

3 -4）ラテンアメリ力支部（E. メンデツ会長）

ラテンアメリカ支部は、昨年末に、メキシコ（16会員）、ブラジル（11会員）

およびアルゼンチ γ （9会員）に事務所が開設された新しい支部であり、それぞ

れの国において、とり組むべき課題を検討中であるが、食品等の安全性の問題な

らびにラテソアメリカにおける流通の自由化と法体制の整合性が有力なテーマで

ある。
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3 -5）日本支部（福冨幹事）

日本における活動について、これまでの歩みと、本年迎える十周年記念を機会

として将来展望のために、新たに将来計画委員会を設置したことを報告した。具

体的な活動として、日本における当面の課題に対応するためのワーキ γググルー

プの業績は、報告書としてまとめられ、丁度、栄養WGによる「日本人の栄養」

が刊行されたこと、バイオテクノロジ－WGによる、 IFB Cの「バイオテクノ

ロジー食品についてのガイドライソ」作製への参画、その日本語版刊行の準備、

社会的受容性への対応など、油脂の栄養と安全性についてまとめている油脂WG

の紹介をした。また、奈良のおける「実験動物の組織病理セミナー」の盛況、安

全性、栄養、健康の関わる各種の講演会やセミナーの開催、毒性試験担当者のた

めの毒性学セミナーシリーズなどの事業、さらに出版活動としては、協会誌「食

品とライフサイエンス」をはじめWGリポートや講演録を刊行し、各方面で好評

をえていること、また、砂糖WGによる「砂糖と健康」は、一部大学や短大で副

読本として採用されていることを紹介した。また、 ILS I栄養財団の好意によ

る、日本語版「最新栄養学（第6版）」が丁度刊行されたところであり、実物を

会場に展示できた。オリジナル以外で、は、日本が一番早い出版であった。

最後に、本年、日本支部創立十周年を記念して開催される「第一回栄養とエイ

ジング国際会議」について説明し、各支部から多数の参加者が来日するよう強く

訴えた。

総会（日本支部からの報告）
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4. I LS lの新しい組織

A.マラスピーナ会長が、これまで ILS Iの法律顧問であったM. テイラー

弁護士が、このほど米国FD Aの次官に選任され、これに伴い、後任にD. ワイ

ツライヒ女史（弁護士）を招へいしたと報告した。ワイ γライヒ女史は、 ILS 

I初代顧問故R. ミドルカウフ弁護士と同じ法律事務所に属しており、 ILSI 

について明るい。

ILS I役員会、支部会での討論をふまえて、 ILS Iの地域的ならびに分野

的な事業活動の拡大と将来の強化のために、 ILS Iの組織の改変が必要となっ

てきた。 ILS Iは、大別して、 2つの事業グループに分けられる。 1つは、会

員で構成される支部・本部のグループであり、他は、中・長期的な基礎研究や教

育プログラムを扱う研究財団である。

ILS Iの次の時代に向けての組織ならびに運営のあり方として、次が提案さ

れた。この案については、さらに慎重に検討を加えて決定される。

これからの lLS l運営

4 4 

1) I LS lの管理

(1) I LS I全体の運営管理は、本部理事会によって行われる。

(2) 本部理事会は約30名で構成され、企業代表と公的機関代表の比率が 1: 

1となるように、 ILS I選挙管理委員会によって選任される

(3) 各支部は、会員の中から各 1名の理事候補者を選任する。 (1991年現在、

6支部）

(4) I LS I研究財団からは、傘下のそれぞれの研究所から各 1名の理事候

補者を選任する。 (1991年現在、 4機関）

(5) とれらに加え、各支部の財政面での貢献、研究財団の基金への貢献や支

援の程度に応じて約20名が理事候補者として選任される。 （企業代表と

公的機関代表の比率が 1: 1）これら貢献度は過去3ヶ年間の実績をもっ

て好評される。

(6) 全ての候補者は、 ILS I選挙管理委員会の審査をへて、最終選任される。

(7) I LS Iは国際的な団体であり、その事業はフレキシプルである。将来

に向けて、長期、基礎研究活動を推進し、国際的に科学的中立性を保持
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する。

(8）将来、本部の設置は、ワシγ トγにこだわらない

(9) WHOならびにFA Oとの関係が深められ、また各国政府機関との関係

は従来にも増してつよくなろう。

。。支部が支援体制をもてれば本部研究財団に属する研究所を支部地域に設

置することも考えられる。

仰 とれまでの ILS I-N FはILS I北米支部とする。

2) I LS l研究財団（ResearchFoundation : R F) 

(1）現在、 ILS Iが行っている全ての基礎研究と教育についてのプログラ

ムは、研究財団が吸収する。

(2) リスクサイエンス研究所は研究財団に併合するが、当面は法的な背景か

ら独立させる。

(3) 米国栄養財団（NutritionFoundation : NF）は、 ILS I-N Fか

ら独立させ ILS I研究財団のヒューマソ・ニュートリショ γ研究所の

もとにおく。

(4) N Fがこれまで行ってきた、NutritionReviews，の刊行、 Future

Lβaders Programは、 ILS I北米支部が引継ぐ。

(5）研究財団の研究・教育プログラムについては科学評議会によって検討さ

れる。

(6）科学評議会は研究財団の各研究所からの代表各 1名、および ILS I選

挙管理委員会により選任された4名の科学者によって、構成される。

(7）科学評議会は、 ILS Iの研究活動の企画を行い、 ILS I本部理事会

に諮問するとともに、 ResearchAward Programの科学顧問の役割も

もっ。
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E Cにおける食品の流通の自由化に関する

シンポジウムに出席して

ILSI JAPAN 広報委員長

青木真一郎

本年5月15日、 16日の両日表題のシンポジウムが ILS Iヨーロッパと IL 

s Iの共催で、ベルギーの首都フeラッセルで、開催された。 日本からは本協会幹事

の福富文武氏を団長とするグループ（筆者はその一員）ならびに国立衛生試験所

セソタ一長、林博士 (ILS I理事）味の素杉田氏 (ILS I理事）および小原

氏、佐藤氏（同社パリ事務所長）、ネッスル藤井氏、キリソビール園部氏、山崎

製パン 山崎氏等12名が参加した。

開会の挨拶をする A・マラスピーナ ILSI；本部会長

1992年12月31日にECはメソパー諸国聞における交易の障害を取り除き市場の

統合を行うことになっているがこれが実現すれば12ヶ国の 3億 2千万人の消費者

が域内で制限のない自由な取引を行うことが可能になる。 それ以前に、 ECは

現在、自由な取引の障害となっているメンバー諸国の法規制の調和をはからなけ

ればならない。 このシ γポジウムはEc における食品に関する法規制の現状、

問題点および域外との国際協調を展望し、また消費者保護のための安全性、栄養

表示等の問題を討論するために開催された。

ILSI JAPAN Mission Report(2): ILSI Symposium on Free Circulation in EC 

SHINICHIRO AOKI 

Chairman, Editorial Committee ILSI JAPAN 
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総説

シソポジウムはヨーロッパ研究所の所長ルイ博士と ILS I会長のマラスピナ

博士の挨拶により開会されECのシャウプ氏が1992年のEC統合を目指してその

目的と展望につき概略以下のような講演をおこなった。

1992年計画の主たる目的は次の4つの自由の達成である、即ち、物、サービス、

資本及び人の自由でこれはEC基本条約にすでに示されているものである。

1985年のEC委員会の白書によれば物理的、技術的ならびに財政的障害を除く

ためには具体的に282もの対策が必要とされている。この目的のための域内市場

に関する法制化はすでに着々と進行しているが実施の面ではいくらかの遅れが見

られている。

域内市場の完成は食品産業にも規制の枠組みと競争的な環境の変化を通じて影響

を及ぼすことになるが相互理解に基づき、 「配合規制」＊からはなれ、消費者に

とって高品質で、より大きな商品の選択をもたらすものでなければならない。

法規制の面だけでなく域内市場の完成は域内における食品の入手の改善ならび

に食品産業の再編成の機会をもたらすものでもあるo また第三国からの製品の入

手を促進するものでもある。

＊「配合規制」：ある製品の配合の標準を規制する規定、例えばカシス

（リキュールの一種）は25%のアルコールを含むものでなければならない。

以上の総説に引き続き次の4つのセッショ γが行われた。

I 食品流通の自由化のための規制の枠組み

II 国際協調とECの調和の意義

III 安全性の側面と消費者保護

N 栄養表示

セッション I （食品流通の自由化のための規制の枠組み）

I セッショソ IではECのA.マッテラ博士が食品の自由な流通のための基本

原則について次の点を挙げた。

食品の流通の自由化のための 3つの手段を提供するEC法規

( 1）貿易の自由化を阻害する規制の廃止
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(2）共通市場の円滑な機能に影響する圏内法の調和（技術的な不一致をも

たらす法の排除）

(3）新しい障害の阻止に関する規則（ECメンバ一国は新しい国内規制ま

たは技術規格についてはその案をEC委員会に提出する義務がある）

自由流通の達成の主たる障害は技術的障害から生じるものである。 （前項のデ

イジョ γカシスの例一 フランスのデイジョソ製のカシスがそのアルコール含

有量が20%であったためドイツでは販売することができなかった）。基本原則は

ある加盟国で合法的に製造され販売されている製品は正当な理由（例えば健康に

とって有害である）がない限り他の加盟国でも受け入れられなければならないと

言うことである。

E CのJ.ハイネ氏は共通農業政策の下で農産物の自由な域内流通が保証され

ているが、条約36条により人や動物や植物の健康の障害になる場合には例外とし

ての規制が認められている。自由貿易はこの規制のためのEC内における調和に

より保証されるので、そのためEC委員会はすでに多くの努力を行なっていると

述べた。

E CのP. グレイ博士は食品産業政策の新しい方向についての講演の中でEc 
域内の食品規制の調和の外にガット、コーデックス、 EFTA等の国際機関や東

ヨーロッパ諸国等との聞の討議、食品検査員の養成、緊急事態にたいする対応な

どにつき述べた。

ベルギーのヴァツデルサソデツ博士は市場統合に向けての欧州、｜議会の新しい方

向につき次のように述べた。

欧州議会は各加盟国の有権者により選出された議員により構成されEC委員会

の不信任、 EC予算の拒否の権限を持っているが、 EC統合の後の権限はECの

将来の発展のための政治的プロジェクトに依存するものである。各国を代表する

閣僚理事会と各国の人々を代表する欧州議会の権限についての明確な分割が必要

である。また各国の議会との関係も明確にしなければならない。

フラツス会計検査院のパビュジオ一氏は1933年以降の加盟国の役割につき以下

のように述べた。食品の分野では消費者の健康と取引の誠実性を保護しなければ

ならず、そのための規制と管理を行なっている。市場統合の後も統一されず各加

盟国の権限として残るものは（ 1 ）動物性以外の製品の衛生、 ( 2）汚染物質、

( 3）補助的食品、 ( 4）新規食品及び特殊の問題として緊急安全策（公衆衛生
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確保のためある国が一般規則に従わない）等である。各国で自由に品質規準を作

ることは自由流通を阻害する。

ティーブレイク時、新規食品についてのスビーカー、ピンス博士と日本からの出席者

それぞれのECの指令、規則の実施についてはEC委員会の主催する委員会に

対して国が提案することができる。移行期における問題としては（ 1 ）国際的な

拘束（例えばウルグアイラウソド交渉） ( 2）科学技術的問題（ECにおける科

学技術水準の向上のためには従来の各国の独立した努力を総合しなければ成らな

い） ( 3 ）国際戦略（現在コーデックスは唯一の国際的な存在であるがその調和

の作業に関してはヨーロッパの戦略はあまり進展していない） 。調和の基礎とし

て消費者の期待、科学技術的基礎に関する決定の基本、取引の倫理と企業間競争

の尊重、国際協力に対する考慮が必要である。加盟国の役割としては（ 1 ）規則

の適用はしばしば解釈の問題であり加盟各国はEC委員会の指導の下に均一な適

用を保証するために協力しなければならない。、 ( 2 ）規則の適用はまた管理の

問題でありこれは理論的には加盟国の権限であるがECにとって重要になってい

る。

セッションII （国際協調と ECの調和の意義）

このセッションでは国際協調の意義が討議された。

ヨーロッパ自由貿易連合

ノルウェイのレース氏（英国人）がEFTA （ヨーロ ッパ自由貿易連合）諸国
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（スエーデソ、ノルウェイ、フィンラソド、オーストリア、スイス、アイスラツ

ドの6ヶ国）の食品領域に対するECの市場統合の影響について以下の点を挙げ

た。

EFTA諸国とEC聞の貿易は非常に大きい、 1984年以来EFTAとEC聞の

規制の調和をはかっているがさらに大きい協調のためには新しい方向が必要であ

るとの認識で1990年6月にECとの交渉を開始した、これはEC12ヶ国とEFT 

A6ヶ国によりEEA （ヨーロッパ経済領域）をつくりだすことを目的としてい

る。

国際協調と ECの調和のもたらすもの

次いで、米国商務省のルドルフ氏が以下のような講演を行なった。 1992年のE

C市場統合は食品産業に大きな影響を与える。またこれは米国の産業と消費者に

もかなりの関係を持っている。 1990年には米国とEC間の食品の貿易（輸出入）

は90億ドルに達し、その約半分はEC諸国にある米国食品会社の関係会社による

ものである。 1989年には米国及びECの多国籍企業のそれぞれの市場での売上は

500億ドルにもおよんでいる。従って、配合、品質、食品の市場性に影響する新

しい規制は米国及びEc に事業を持つ企業にとり重大な影響がある。 ECにおい

では公衆衛生の保護、消費者への情報提供、食品の自由流通を保証するために、

いくつかの水平的指令を採択している。それにより、 EC域内において表示、衛

生規則、残留規定などが調和され共通に認識されることになる。 ECにおける改

訂や規則の制定作業はEC委員会の中の食品に関する科学委員会により成し遂げ

られているが規則制定の一般に対する透明性とその課程における国際的な専門家

の参加については一層の努力を望みたい。

ヨーロッパにおいては政府当局と民間企業が製品の安全性、表示情報とその正

確さについて責任を分担している。アメリカにおいては近年食品の輸入が増大し

ており公衆衛生当局（FDA、USDA、EPA）は外国の技術仕様について十

分な情報が得られないこともあり製品の輸入許可についてのあたらしい方向を模

索している。米国と外国の規則の調和がこの問題の解決にとって重要である。も

う一つは一致はしていないが機能的に同一の規格と技術的規則の相互理解が重要

である。米国においては消費者の絶対安全性と長期にわたる健康保持に対する圧

力により調和の問題は複雑である。
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北米の政府とヨーロッパは相互に食品規制の調和のために協力して作業を進め

ており、例えば、 USDAとFDAは食品に影響ある規則についての両者会議を

持ち調和の難しい問題を探り、調和の促進をはかっている。ヨーロッパの規則制

定はヨーロッパ内部の障害の排除に焦点を置いておりヨーロッパ以外の国際貿易

や外国の食品に対する配慮にやや欠けている。もう一つは食品の仕様の開発に当

たり国際的な専門家グループの参加を得ることが重要である。アメリカにおいて

は連邦規則の制定に際し民間のアドバイスと国際的な協力を得ることに関心が高

まっている。

セッションIII（安全性の側面と消費者保護）

このセッショ γでは食品の安全性と消費者保護を討議しセッショ γI、IIと異な

り技術的な問題を中心に討論された。

総合的な問題：

I L S I Risk Science Instituteの所長ヘンリ一博士の安全性評価の科学的

な規準としてのリスクアセスメ γ トの意義についてと、オランダの国立公衆衛生

及び環境研究所、副所長のクロ一博士の自然毒と環境、汚染物質に関する講演があっ

た。クロ一博士は毒性学はまだ40年の歴史しかなく、用量応答、物質の生体内機

能、毒性プロファイル、種特異性などについて科学的な基礎を確立することが重

要である。規制当局は新しい科学的基礎に立った適切な情報を適用することが不

十分であるが、この理由としては人工的な化学物質は天然毒よりも危険であると

言う一般の間違った理解によるところが大きい。いまやこの間違った認識を改め

る時であり、これは毒性学者の責任でもある。

シγポジウムは2日目に入り、セッショソIIIの続きとして；

新規食品

英国のファイザ一中央研究所のビンス博士が新規食品について概略次のように

述べた。

新規食品は全く新しい食品又は大幅に改変された既存食品であるが実際には新
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規性は一時的なものであり、規制上はそのような物に対するポジティープリスト

や表示の指針は長期的に見れば不適当なものである。 ECの新規食品に対する規

制案は加盟国の権威者の指名する独立の専門家による検討に基づく承認制度を含

んでいる。

しかし、専門家はまたこの製品についてECの食品に関する科学委員会と討議

するととができる。新規な遺伝子構造を含む製品については上記委員会の検討を

要することが提案されている。現在のECの安全性テストに関する指針は徴量成

分の評価のためのもので100倍の安全係数を規準としている。従って、食餌成分

の1%以上を構成する新規食品については新しい手段が必要である。さらに、評

価の指針は厳格なチェックリストの形ではなく製品を評価するために適切なもの

でなければならない。 ILS Iヨーロッパにおける討論報告書 「新規食品の評価」

はこの問題を取り扱っている。

セッションmのスビーカー

食品添加物

食品添加物についてベルギ一公衆衛生省のクレーマ一博士は以下のように述べ

Tこ。

現在食品添加物規制の調和に関しては1989年2月に出された食品添加物の統一

化に関する指令に基づいて行なわれている。添加物の中で甘味料と色素について

は特に重点的に検討されている。

添加物の規則の制定は科学的な基礎に基づくものであるととが重要で以下のよ

うな観点を重視している、 ( 1 ）消費者の健康の保護、 ( 2 ）添加物仕様の技術

的必要性、 ( 3 ）摂取量の推定。指令案の作成に当たってはEC委員会は事前に、

食品に関する科学委員会、産業界及び政府機関の専門家、食品に関する諮問委員

会と協議を行なった後条約に従う正式な手続きをとる。
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特殊栄養食品

特殊栄養食品についてEE C国際特殊栄養食品協会（パリ）のガソゼヴオール

ド氏が通常の食品、特殊栄養食品、医薬の区別、それぞれについての表示の問題

等につき現状と問題点を展望した。

食品摂取

ドイツ連邦健康局、社会医学疫学研究所、疫学健康障害部長のコールマイヤ博

士は食品消費の傾向につき（ 1 ）食品消費と食行動を監視するシステムはリスク

の所在を明らかにし、問題に早期に対処し、将来の消費行動を予知するために必

要である、 (2）政府の健康政策立案者はこの情報を将来の疾病発生の予知に使

用することができる、 ( 3）現在ECの必要とする情報を得るための適切なシス

テムは確立されていなし、。ある国においては家庭における食消費の調査も行なわ

れているが不十分である。従って、特定の国の必要性のみならず国際的な比較が

できるような調査システムの確立が要求されている。 ( 4）そのためには、それ

ぞれの国において同様なサソプリングシステム、評価方式、共通の分類、考えら

れるリスクについての同ーの分類、調査結果についての分析、評価、報告の責任

が確立されなければならない、と述べた。

技術的汚染物質：

包装材料

英国農水産食糧省、食品科学研究所、有機汚染物質及び食品包装部長のギルパー

ト博士は包装資材の安全性について (1）食品接触物質に関するECの法律制定

はこの 2、3年急速に進展している、 (2）中でもプラスチックについてはモノ

マーと出発物質の移行リミットや残留レベルについての指令が出されており（90/

128）また添加物、重合助剤、被覆剤などについても作業が進行している、 ( 3 ) 

プラスチック以外の物質についても再生セルローズフィルム、紙、ダソボールの

規制は現在閣僚理事会で検討されている。ゴムとエラストマーについても考慮、中

である。 ( 4）長期計画として金属、合金、木材についても調和した規制の枠組

みの開発が考慮されている。このための作業は1992年の12月を越えて継続される。

(5) E C域内で食品接触物質の統ーした規格を持つことは望ましいが、このた
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めの規格は技術的に達成可能なものでEC全体においてその実施が無理なく行な

われるようなものでなくてはならない。例えば移行物質に対する分析法は困難な

ものがある。 ( 6）包装の分野での規制の調和と現実的なコ γ トロール手段の開

発についてはまだするべきことが多いけれども協力体制により著しい進歩がなさ

れ、また今後も引き続き見られるであろう、と述べた。

残留農薬

フラシスのエクサマルセイユ大学、食品法の教授ヴァ γサソ氏は残留農薬につ

いてWHOは食品による 6項目の考えられるリスクの中で農薬によるリスクを第

5番目のものとしている。農薬による健康障害は恐れるほどのものはないけれど

も食品産業も規制当局もこの問題を無視することはできない。さらに消費者の認

識は常に科学的な証拠に結び付いてはいなし、。先進諸国では一般に農薬の認可や

使用は十分にコ γ トロールされ使用の誤りは極めてまれで残留規準値は一般にリ

スクのないレベルにある。しかし発展途上国においては不十分な規制体制と技術

知識の不足のため使用の誤りはもっと頻繁におこる。

食品中の残留農薬は現在規制された限界内に管理されているが2つの問題が残っ

ている。すなわちポストハーベスト処理に使用されたものの残留の問題と残留農

薬分子が色々な加工過程でどのよう注変化を受けるかと言うことである。ヨーロツ

パの食品産業界は農薬製造者と協力してこれらの問題を研究し彼らが供給する食

品の安全性を高め食品の自由な流通を妨げる障害を取り除くことに努力している。

残留獣医薬

フラツスの国立獣医及び食品研究セッタ一、獣医薬研究部長のボアソ一博士は

動物性食品中の残留獣医薬の問題について近い将来、残留獣医薬の分析、安全性

の確認については毒性学と分析法の進歩、国際協力による規制の標準化などによ

り著しい進歩が期待されると述べた。

微生物汚染

自由流通に関連する危険

英国ユニリバー研究所のベアードパーカ一博士は微生物リスクについて以下の
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ように述べた。食中毒をひき起こす徴生物は食用に供される動物起源のものが多

い、ヨーロッパにおいては動物性原料からの食品の衛生管理規制の実施にもかか

わらず食品徴生物による中毒件数は増加している。これは報告体制の整備、飼育

の増大、コソピニエンス食品消費の増加、外食の増加、厨房での非衛生的調理な

どによるものである。疫学調査は原因についてある程度の情報を与えてくれるが

それでも原因を完全に究明できる率は50%以下である。 ECの種々の水平的、垂

直的規則はこのリスクをコ γ トロールすることを目的としているo

食品製造者、流通業者は徴生物による障害について十分な理解を持たなければ

ならない。 ECで流通する食品はますます種類が増え、高い品質を目指し、さら

に便利で健康な食生活を目指し、自然で添加物を含まないものになっているo 自

由貿易の確保に関して各国の当局の役割はEC域内での安全な食品の流通を保証

することにある。

そのためには、産業界と当局の緊密な共同作業が不可欠であり、規則を作るだ

けでは不十分である。現在全ての食品をカバーする水平的な衛生指令が必要であ

る。これは基本的な衛生に関する必要事項と特定の衛生的な実施事項を取り扱う

もので、生産工場におけるHACCPの適用が望ましい。域内における食品の自

由流通に関する徴生物リスクをコソトロールするためにはそのような指令と現存

する規則の適切な実施が不可欠である。

HA  CC P* 

スイスのネッスル研究所のショスロスト博士はHACCPについて次のように

述べた。

E C域内での食品の自由な流通のためには安全性についての保証が不可欠で、あ

る。しかし食品の安全についての概念が十分に定義されておらず消費者、政府当

局また国によっても時代によっても異なっている。 1983年のWHOのワークショッ

プでヨーロッパにおける食品の安全性に関する合意の欠如が討議され、安全性の

管理にとって最終製品の検査のみに頼るより工程と設備の検査のほうが有効であ

り、 HACCPシステムの導入が安全な食品の供給にもっとも費用一効率的であ

ると結論した。 HACCPの考え方を国内及び国際的規制に使い有害な食品の排

除と重大な生産管理点に重点をおくことを勧告した。

HACC Pはヨーロッパの多くの団体 (ILS Iヨーロッパを含む）で1993年
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以降の自由貿易を促進する手段のーっとして取り上げられてきている

HACC Pの最初のステップは障害を定義しそれが起こる条件を確認すること

である。つまり正常な状態からの逸脱の結果何が起とるか、結果は受容できるも

のか、どのような逸脱が障害を生むかの確認である。この障害の分析が重要な管

理点の確認に使用される。 HACCPはもともと徴生物的な安全性を取り扱うた

めに考えられたものであるがその他問題（化学的、物理的障害、栄養的品質等）

の処理にも使用できる。

結論としてHACCPの原則と産業界、規制当局による応用は統一されたヨー

ロッパ市場の人々に安全で健全な食品の提供のための重要な手段となりうるもの

である。

*HACC P：危害分析と重大な管理点

会場内でのILSI出版物の展示
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国際警報システム

E Cのヴァック博士は国際警報システムについて様々なリスク（食品テロリズ

ム、水産物水銀汚染、マイコトキシγ、化学物質による汚染、ワイソへの化学物

質の混入、重大な徴生物中毒等）についての迅速な情報伝達組織（コ γタクトポ

イント等）の必要性について述べた。

セッションN （栄養表示）

現状と将来ーコーデックスおよび米国

ILS I研究財団のハリス博士はアメりカとコーデックスにおける現状につい

て以下のように述べた。 1990年アメリカにおいて栄養表示は新しい段階を迎えた

がこれは消費者の要求に応えるためと慢性疾患予防のための公衆衛生的手段の強

化によるものである。 1973年以前にFD Aが任意表示プログラムを確立したとき

は主として包装製品の歎踊防止が目的であった。任意表示は世界中の多くの場所

で受け入れられており、 1985年にはコーデックスの栄養表示指針が採択された。

1980年代後半アメリカでは栄養についての表現を求めるマーケティ γグの要求が

高まり、また重要な公衆衛生に関する文書が発表され新しい表示の必要性が政治

的にも叫ばれた。 1990年の「栄養表示教育法」 (NLEA）政策が消費者が健康

的な食生活をとる助けになることに重点をおいてきていることを示すものである。

この法律は生鮮食品を含むほとんどすべての食品に連邦規則として栄養表示を

義務づけ圏内の表示の規準の均一化をはかるものであるが国際的な整合性はこの

法律の中心的な問題ではない。この規則の中の多くの点は任意であるがもし製品

に栄養または健康上の表示をする場合はNLE Aの規則に従わなければならない。

この表示規則の大部分はECで提案されているものとよく調和しているが困難

な点はサービッグサイズと計量単位の問題であろう。国際的な表示の調和をはか

る上では栄養表示の問題よりも食品規格と包装に対する必要事項に焦点を当てる

ことが必要である。

EC 

E Cにおける栄養表示の問題についてECマチオウダキス博士は以下のように

述べた。
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E Cの閣僚理事会は1990年9月24日に食品の栄養表示に関する指令を採択した。

この指令の要点は（ 1 ）表示は任意であるが栄養上の表現をする場合にはこれ

に従わなければならない。 ( 2）指令に示された栄養素に関しての表現が許され

る。 ( 3）表示の情報はエネルギー値、蛋白質、炭水化物および脂肪、かまたは

そのほか、糖、飽和脂肪酸、食物繊維及びナトリウム、さらに澱粉量、ポリオー

ル、モノおよびポリ不飽和脂肪酸、コレステロール。ビタミ γ、無機質を加える

ことができる。 (4）エネルギー値と栄養素含量は100守または1oom.e当たりとし

ビタミンとミネラルはRDA  Uこ対するパーセγ 卜で表す。 ( 5）値は平均値で表

す（ 6）指令はミネラルウォーターを除きすべての食品に適用される。指令の採

択に当たっては以下についての考慮が払われた（ 1 ）消費者の栄養知識と提供さ

れた情報の理解度（ 2）食餌と健康に関する科学的な意見（ 3）費用／効果（3)

コーデックスの作業、食物繊維の定義と分析法については今後の問題である。さ

らに将来の問題としてはビタミンとミネラルのリストとRDAの改訂、エネルギー

値計算の転換率の改訂、エネルギーと栄養素に関する情報のグラフ化があるo

消費者教育

消費者連盟ヨーロッパ局のツーセイソ博士は消費者教育について以下のように

述べた。

我々は消費者教育を消費者が製品やサービスについて自分自身で判断ができる

ような情報を十分に持った人達にすることを目的とするものととらえているo 消

費者教育は一生のうちの早い時期に始めるのが望ましく終わりはなし、。消費者教

育はまた政治的な決定や製品、サービス等についての主張に疑問を持つ態度を作

ることでもある。ヨーロッパの消費者教育の担当者は消費者教育の基本点を「批

判的意識」と考えている。この「批判的意識」は供給者の力と使用者の影響力の

間のよりよいバランスを作りだすことに資するものである。消費者教育は決して

新しいものではないがヨーロッパの市場統合に向かつて最終的な努力がなされて

いる現在その役割は更に増大している。

E Cは栄養表示による情報の伝達を重視しており、消費者連盟はEC全体にわ

たる栄養表示の計画を歓迎するものであるが任意ではなく強制的なものにするこ

とを主張している。

政府、私企業、その他の組織、メディァの情報活動により消費者は食事と疾病
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の関係について多くを知るようになった。しかし表示のみでは消費者が知りえた

情報を行動に結び付けるには不十分である。栄養に関する情報は消費者教育と密

接に結び付いている。

E C委員会は1975年に学校における消費者教育について「消費者行動計画」の

中で述べているがメソパ一国の全ての学校に消費者教育を導入するための措置を

とるべきである。メンパ一国の政府やEC事務局は消費者教育の改善にさらに努

力すると共に情報を整理し普及することに貢献しなければならない。情報活動と

教育は望ましい消費者政策の一部をなすものであるが、製品とマーケテイソ グ行

動に対する規制手段についても関与すべきである。

栄養表示について講演中の ILSト HNIハリス所長

栄養所要量の調和

英国のロウエッ卜研究所のミルズ博士は所要量（RDA）の調和について以下

のように述べた。 RDAはある特定の栄養素の過小または過剰の摂取を防ぐため

のものである。

RD  Aの値はその計算の基になるデータによりことなるので、統一された栄養

素の所要量や許容量を設定するためには生化学的その他の規準が適切でなければ

ならない。

環境条件、生理的作業負荷、社会民族的背景の相違についてもっと注意を払う

べきである。生理的要求と許容のデータを食事要求に換算する場合、生物学的有

効性により影響を受ける。例えば、アミノ酸の有効性に与える加工要因、亜鉛、

鉄に影響を与える食事中の繊維、フィチン酸塩、食事中のヨードの生理的適切性

を決める鉛と甲状腺腫原の許容量等である。地域間の社会条件、地球化学的変動
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と食事組成の相違はこれら変数の意義を改編する要素になっている。多価不飽和

脂肪の許容量はストレス、感染と抗酸化ビタミンの摂取により影響を受け環境中

の鉛とカドミウムの許容量は鉄の状態の適切性による。 RDAに関する調和をは

かる過程においてこれらの変動要因についておおよその推定をするか無視するか、

もっと適切なデータが得られるまで延期するかについての合意が必要である。

基本的所要量を変えるこれらの変数の現実的な推定は疫学的調査により得られ

るo

RD  Aを決めるためにはさらに人口細区分における変動を考慮しなければなら

ないと言う問題がある。このような変動要因があり RDAの統ーは困難である。

RDAの統ーのためには人口の要求に影響する全ての変数の適切な量的定義に基

づかなければならない。

不確実なデータに基づく栄養上の主張は消費者を幻滅させるので統一されたR

D Aに対する信頼は推定のための生のデータを提供する努力に対してもっと大き

な支援が得られた後にのみ確立される。

以上で各セッショソの発表は終わり、ベルギーのジエラード、フォ γデュ一両

博士による本会議の総括により閉会した。

本シツポジウムは食品の自由流通と言う主題の下に色々な側面からの討論があ

り聴衆の一人として大変学ぶところが多く、主催者の努力に深く敬意を表したい。

欧州食品研究事情視察
－欧州食品関連研究所訪問一

味の素株式会社

小原佑一

ISLI JAPAN Mission Rerport (3) :Visits to Research Institutes in Euro問

YUICHI OHARA Deputy-Manager, 

Department of External Scientific Affairs AJINOMOTO CO., INC. 
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1 .ネッスル・リサーチ・センター（Nestec Ltd. ) 

ジュネーブから車で40分程行ったローザソヌ市郊外の静かな丘陵地にネッスル

の研究の中心となるNestecを訪問したo われわれの訪問を歓迎して、入口には

日章旗が掲揚されていた。コーヒー「ネスプレッソ」をご馳走になってから、

Dr. Farr (Head of Bioscience）から会社、研究所の紹介あり。われわれのため

にきちんと日本語のビデオ「豊かな食をめざして」とパソフレットが準備されて

いたのには驚かされた。

その後、ネッスルにおける食品、栄養研究の紹介があった。

Nestechは世界中のネッスル社の関連事業に係わる技術開発研究を行っており、

大別して 5つの部門が担当している。

Food Science部門で、は、化学分析を行っており、例えば、コーヒ一成分（現在

のところ約700種）の解明をしている。新素材の検討では、乳、乳製品や大豆の

応用に関心がある。

Biological Science部門は、遺伝についての追求をしている。

Nutrition Science部門は年齢別の栄養のあり方に関心を寄せている。

Technological Development部門は研究開発センター（RECO）であり、また、

Industrial Development部門は欧州、米国、エクアドル、シンガポールに設置

され、さらにアフリカの象牙海岸に計画中である。これらは、世界中のoperation

に関する技術開発を受持っている。

ネッス）［， ・リサーチ・センターでのファ一博士の説明
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現在行われている研究の例として、アレルギ一患者用のInfantFomula （酵素分

解処理）の開発、イシカで食用とされていた豆類（キネラ／キノア）の品種改良、

鉄欠乏症（ベビー・フードのFe強化／色が悪くなるのでシリアルのFeを強化す

るまで5年かかった）への対応などがある。

Dr.Farrの案内で、研究所見学を行った。動物試験施設は飼育小部屋の上の階が

空調ダクトスペースとなっており余裕をもって配管・空調がアレγジされていた。

停電等で暗くなっても分かるように蛍光塗料でマークされるなどの工夫があった。

研究室、ガラス・機械・電気／電子等の各種準備工作室、そして自衛消防施設や

自動車修理のガレージ、さらには図書室の一部になっている核シェルター（スイ

スの法律で設置・維持が定められている）まで見学できた。フレーパーの研究が

多いせいかコンパクトなGC-MSが多数使用されていた。また代謝研究に安定同

位体を多く使用しているとの説明があった。

Dr .Farrの説明の中で、安全性と品質の厳しい規準と21世紀の未来へのチャレ

ンジ、が強調されたことが印象に残った。研究所見学の後、 ILS Iヨーロッパ

会長でもあるNestech社のScientificDirector, Dr. Mark Horis bergerを交えた

昼食会が用意されており、 ILS Iの将来等についての意見交換が行われた。

2. TNO 

アムステルダムから車で約一時間、ユトレヒト市郊外の林に固まれたTNOを

訪問した。メインの建物から離れた落ち着いたゲストハウスでDr.van Bladeren 

からTNOの概要について紹介をうけた。 TNOは、 1932年議会の特別法により設

立されたが、現在では政府から少し距離をおいて独自に、そしてビジネスとして

研究活動を行なっているO 研究分野は、環境・エネルギ一、栄養・食品、健康、

防衛技術（政府や軍が研究するのではなく、政府の依託を受けている）、建築・

土木、 PolicyResearchと非常に幅広いことには驚かされた。

具体的には20個所の研究機関で、Policy,R&D, Technology, Technology 

Business, Strategic Business等の研究及びコ γサルタ γトの仕事をしており、

その内訳は政府27%、企業23%、サービス（WHO/OECD)22%、海外16%で

あるD 日本での窓口は東レリサーチ社である。 （日本とは、現在まで80社の契約

があり、毒性試験委託が中心である）。

われわれが見学したのはTNOの研究機関のうち、 TNONutrition & Food 
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Researchである。この研究所には約600名が所属し、 Biotechnology、Food

Technology、Toxicology& Nutrition、Biochemistry、の研究室がある。基

本は、人の栄養と安全性の追求であることから、人を使つてのラボラトリーも完

備していた。館内の見学で気が付いたのは剖検室の換気に相当の配慮が払われて

TN O、森の中の本館と見学の案内役シェンスマン憎士、フリージャー女史を囲んで

いた点。この研究所のモットーとして印象に残った言葉は、Scienceas a 

Partner，，である。

スライドを用いて最近の研究例の紹介があった。カラメルの安全性評価、アル

コール、曙好と品質の相関では、 トマトを用いてFlavorCompoundsの検討をし

ており、 385種の化合物が見付かっている。 Smell/Taste/FlavorRecallingの関

食品と LS No.28 1991 6 3 



連を体系化したい。パγのドウ、ソーセージの徴生物汚染防止、乳癌と脂肪摂取

の関係、パッケージからの溶出、物質の研究については、 ILS Iヨーロッパと

の共同研究である電子レγジ用容器包装の評価等。しかし残念なことに、多くは

企業からの依託研究なので結果は公開して発表されていないとのこと。

3 . ILBO( Institute of Animal Physiology and 

Nutrition) 

TNOのメイ γの研究所から車で、約30分のWageningenの町はずれにある総勢2

5名の研究者が家畜栄養試験を行っている。 1950年代に企業の研究所として発足

し、 1984年からTNOに所属するようになった。その後組織の分離統合が行なわ

れて、Evaluationof Efficacy & Safety of Products for Animal Use，を目指

すようになった。

現在行われている研究の主な目的は、 AnimalNutrition、DigestionPhysiology、

Veterinary Drugs、GrowthPromoting Agentsについてで、 Dr.Jansmanの案

内で所内を見学し、説明をうけた。

この分野の研究に関心のあるク’ルーフ。は、企業では飼料メーカ一、飼料供給会

社、、製薬会社。政府機関では農林省（窒素化合物の低減化、畜産用医薬品等に

関するプロジェクト）経済省（新技術に関心）、他にEC（ホルモン剤）、

EUREKA (Anti Nutritional Factorsに関心あり）等の国内外の機関等がある。

試験の対象となっている動物はミニフ’夕、産卵鶏、肉用鶏、乳牛であった。

具体的研究テーマと Lて、

1) Anti Nutritional Factors(ANF) 

トリプシソ・インヒピタ一等で主に植物の種（大豆等）の中に存在するo

レクチンは小腸壁に損傷を与え、タンニソは窒素の吸収を低下させることが

判明している

2) Nutritive Value of Feed Stuffs 

3) Mineral, Vitamin & Flavor 

4) Amino Acids Requirements （ブロイラ一、ミニブタについては終了）

5) Non Starch Saccharides （炭水化物の栄養）

6) Enzymes 

7 ) Growth Promoting Agents 
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8) Kinetics of Veterinary Drugs 

9) Digestive Physiology 

10）その他手術技術、飼料混入ベレット化の技術開発等

Digestive Physiologyを中心に見学を行った。この研究所で開発したというカ

ニューレーショソの技術（ミニプタの消化管、鶏の人口紅門等）、ミニプタ用の

代謝ケージ等の説明をうけた。

なお、説明を受けた会議室が鶏舎の二階で、そのすごい臭気には閉口したが、

Dr.Jansmanは慣れているので気にしないとのことであった。

4. UNILEVER COLWORTH研究所

UNILEVERの研究所はロンドソ空港から車で約 1時間のベッドフォードの広々

とした農園に固まれた静かな処にありました。

2年前からTQをやっているというDr.Kyle (Research Manager /Frozen 

Products Coodination）のUnileverの紹介からはじまった。

売り上げ、利益の半分が食品部門からで従業員は米国29,000人、欧州110,000

人、その他が152,000人で、欧米以外のその他の地域の従業員は増加している。

< 
笥＿＿....，，.

ユニリバー研究所ビジターセンターにて説明をうけた、カイJI.,博士ならびにエパンス樽士と
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Researchには、約7,000名が携わっておりオラツダ、米国、イソド、英国（2カ

所）合計 5カ所に研究所がある。これに加えてDevelopmentには約3,500名が携

わり、 40カ園、 100カ所以上で実施されている。

このColworthの研究所は1,100エーカ一、 1,100名が従事し、うち研究者は650

名の規模である。

つぎにDr.Baird-Parker (Head of Micro biology）から食品の徴生物汚染と

安全性の説明をうけた。現在56カ国300以上の施設をサポートしている。最近の

消費者はMoreNatural,More Convenient,More safeを望んで、いる。徴生物汚

染に60名（学卒36名）、 300万ポンドの予算で英国およびオランダで研究と研修

を実施している。各工場／現場の指導的立場の担当者に対して四日聞にわたる講

習会を実施している。

次いで、 Dr.EvansからFoodQuality & Functionalityの説明があった。

最近、話題となっている安全性問題としては、原材料では農薬及びホルモンの

残留、食品加工では肉類の過剰加熱による変異原性物質の生成、包装材料からの

溶出、電子レソジ調理の安全性、偽和食品などがある。

最後に機能性食品に関する情報交換を行なった。まず、 ECにおける栄養表示

の原則についての説明があっ．た。表示は、 Group1として熱量、蛋白質、炭水

化物、脂肪など主要栄養素情報であり、 Group2としては、 Grouplに加えて、

糖類、繊維、飽和脂肪酸など補足的な情報を明示することになる。

日本で話題になっている機能性食品に当たるであろうものとしてFoodsfor 

Particular Nutritional Useで、 9種類が分類されている。 Sports,Infant, 

Follow-up milk, Baby Foods, Low/Reduced Calorie, Low Sodium, 

Gluten Free, Diabetics, Special Medical Purposesの9種類の説明があって、

最後に機能性食品についての考えは、日本の方が進んで、居り、欧州はやっと話題

になり始めたところであるが、 Unileverで、は非常に関心を持っている。動物試

験はこのColworthで、人の研究はオラソダで行っている。

印象に残ったことは QualityProducts, Innovation for Process 
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5 . Agricultural & Food Research Council-Institute 
of Food Research 

ロンドンから車で約3時間、菜の花と麦、牧草の田園風景に厭きた頃にノーウィ
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チのAFRCInstitute of Food Researchに到着。まず訪問の挨拶で握手をして

いる我々ひとりずつの写真撮影をするという儀式に驚き、そのうえ用意されてい

た説明用のパγフレットは ILS I JAPAN専用に印刷、製本されていたのには

またまたびっくりした。

Dr. Gasson (Head of Genetic & Micro biology Department）の挨拶、そし

てMs.Reynolds (Liaison Officer）から研究所の紹介が有った。 450-500人の

スタッフが、こととReadingの二カ所で、心理学やコソビューターの専門家も参

加して、食品の安全性と品質、食事と健康、バイオテクノロジーや分子レベルま

で考えた食品保存と加工などの研究を行っている。 ReadingはConsumer

Sciencesの分野についても研究している。Dr.Gassonから遺伝子と乳酸菌の基礎

についての説明をうけた。遺伝子組み替えについては基礎研究だけで、まだ実用

化には至っていない。例としてNisinは抗生物質としての作用があるが保存料と

して認められているので、乳酸菌にNisinの遺伝子を組み込んで、保存料を乳酸菌

AFR C食品研究所遠景と、案内のレイノルズ女史を囲んで

に生産させることも可能だが抗生物質となると消費者から問題視される可能性が
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ある。ファージが出す酵素にも注目しており、リステリア菌を殺すファージ酵素

の応用、チーズ中の徴生物を破壊させて酵素を外に出させて熟成時間を短縮する

等の応用が考えられるが、ここでもやはり消費者の理解をうることが先決である。

次いで、 Dr.Lund(Genetics & Microbiology Department）から徴生物の

繁殖とpH、温度、塩類の関係について説明をうけた。ボツリヌス菌では30℃、／

pH 5より16℃の方が中毒の危険率が高いという結果をえた。へーゼルナッツ入

りのヨーグルトでは酸味のある果実入りと違ってpHが高く蛋自分解性のボツリ

ヌス中毒の例があった。

このほかピタミソ／ミネラル等の摂取量調査、レーザーによる膜構造の変化等

の研究についてそれぞれの実験室で説明をうけた。特に膜構造の説明はコ γピュー

ターを使つての分かりやすい説明であった。糖質のエネルギ一評価については、

Dr. G. Liveseyから説明をうけたが、同博士は、 1950年 2月に京都で開催の難消

化性糖質の国際会議にスピーカーとして来日している。また同博士は、日本でも

話題の食物繊維に関心をもっており、さらに ILS Iヨーロッパの委託により、

食物繊維のエネルギー量の測定を行っている。

落ち着いて研究をするには静かで非常に良い環境で、近所にはMAFF（農林水

産省）やBritishSugarの研究所があったが外部と交流するには大変なところだ

ろうと思われるo

今度の視察には欧州における食品の機能性研究の状況を調査するという目的が

一つあったが欧州においてはようやく関心が出てきた段階で、具体的な研究はこ

れからという印象であった。ただどの研究所においても関連する基礎があるので

-Ji研究がはじまれば、そのスピードは相当はやいと予想される。
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事業報告

本協会1991年度総会を開催

本協会1991年度総会は、各理事の参加のもと、 3月5目、国際文化会館において開催された。

1 ] 1990年度の事業活動の特徴

ILSI JAPAN設立9周年に当る1990年度における事業活動の主なものは、

総会、理事会、各種委員会及び代表社懇談会を開催したほか、 1991年度10月

末に開催予定の国際会議に対応するための実行委員会の強化及び活発な活動、

また10周年を契機としてのILSIJAPANの次なる発展のための組織の強化、

改革の検討の実施、ならびに関係官庁、学会、協会との協力推進の検討、調

査研究としての各ワーキンググループの活動、内外研究者を招へいした学術

集会の開催、及び本部総会をはじめ海外学術集会への出席、広報活動の実施

ならびに定期刊行物の刊行である。

以下、その活動の要点を列記すると、次の通りである。

1月15日一26日、パハマで開催されたILSI本部総会に粟飯原顧問、桐村

幹事、福冨幹事が出席し、国際的な活動の最新情報を得、また、 1991年の十

周年記念事業に関するPRならび、にILSI本部関係者との打合せを行った。

また、 9月2日一 7日にクアラルンフ。ル市で、開催された「第1回食品の安

全に関する国際会議」 (First Asian Conference On Food Safety）には、

杉村隆国立がんセンタ一総長、斎藤行生国立衛生試験所食品部長、杉田芳久

（味の素）、 s.チェ γ （ケロッグイソターナショナノレ）、福冨文武（日本

コカ・コーラ）の各氏が出席した。

さらに、 11月5日－ 9日にジュネープ市において開催された「FAO/WHO

合同バイオテクノロジーに関する専門会議」 (Joint FAO/WHO Consultation 

on Assessment of Biotechnology in Food Production and Processing 

as Related to Food Safety）には、粟飯原副会長、 (ILSI JAPANへの招

ILSI JAPAN Annual Report in1990 
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待として）、高野俊明氏（カルピス食品工業）が出席した。

－ 3月に開催された総会（第一回理事会）において、前年度の事業報告、収

支決算、 1990年度事業計画、収支予算の承認に加え、 ILSIJAPAN組織強

化の一環として次の人事が承認された。

0副会長に、現在の角田、戸上両氏のほか、粟飯原顧問及び十河理事を加

え4名とする。

O顧問に、現在の石田、池田両氏のほか、学会から東北大学の木村修一教

授、奈良医大の小西陽一教授を加え、 4名とする。

O幹事に現在の桐村、福富両幹事のほか、大下克典氏を加え、 3名とする。

－ 7月に開催された第二回理事会においては、十周年記念事業も第一段階の

基本計画が終わり、具体的な準備の段階に入ったので、実行委員会に関し、

次の諸点が承認された。

0実行委員会に、財務委員会、プログラム委員会、広報委員会を設け強化

する。

O実行委員長は粟飯原副会長、実行委員長補佐として、青木真一郎氏、斎

藤浩氏にお願いする。

0財務委員長は、向後理事、プログラム委員長は平原理事、広報委員長は

秋山理事とする。

なお、その後副会長により構成される式典委員会及び斎藤委員長補佐を長

とする運営委員会が設けられた。

ー ワーキソググループ活動としては、栄養WGは、その検討結果をとりまと

めた「日本人の栄養」と題する報告書を作成し刊行した。また、安全性WG

もとりまとめが完了し、印刷の準備に入り刊行も間近となった。その他、油

脂の栄養と健康WG、動物実験WG及び教育・訓練サブグ、ループ、ならびに

バイオテクノロジ－WGについては前年に引続き活発な活動が継続された。

一毒性学、栄養学等の国際的な研究者を招へいした講演会の開催については、

奈良において実験動物の造血とリンパ器官に関する国際シソポジウムと IL 

s I病理組織スライドセミナーの開催、東京及び大阪における安全性評価講

演会、仙台における日本栄養食糧学会との共催による記念公開学術講演会の
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開催、及び栄養、健康講演会を東京において開催したほか、動物実験セミナー

コースも 5回に亘り、開催された。

一広報活動としては、本年度 3月、 Dr.S.A.Goldblith及びMs.S. Colman 

の来日を機に、 12社の業界誌記者と懇談会を開催し、世界における ILSI 

の活動状況、その目的等に関する説明及ひ’意、見交換を行った。また、 11月28

日より30日の 3日間、東京晴海国際見本市会場において、 「食品の未来技術

を探る」をテーマとした「’ 90食品開発展」（FoodDesign Show）には、

展示boothを買い、 ILS Iの刊行物を展示し、同時に十周年記念国際会議

に関するPRを広報委員会が主体となって行った。さらに、広報に関する刊

行物としては、 ILSI JAPA Nの説明書、 ILS I出版物の案内など

を作成し、広く利用されている。

一定期刊行物「食品とライフサイエソス」「ニューズレター」の刊行、栄養

ワーキソググループ報告書「日本人の栄養」を刊行した。

一会員会社トップマネジメ γ トとの懇談会を東京において 2回、大阪におい

て1回開催し、 トップマネジメソトの理解を深めた。

2] 1990年度の事業活動の概要

1. 会員の増減

本年度においては、昭和電工（株）、三井東圧化学（株）、 （株）ヤクル

ト本社、旭電化工業（株）及び三共（株）の 5社が入会し、会員数は55社と

なった。

2. 各種会合の開催

( 1 ）理事会

(2) ILSI JAPAN懇談会

( 3）運営委員会

( 4）編集委員会

( 5）十周年記念事業実行委員会

①財務委員会

食品と LS No.28 1991 

2回

3回

1回

2回

16回

10回
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②プログラム委員会 11回

③広報委員会 11回

④運営委員会 2回

⑤式典委員会 2回

(6）ワーキγググループ

①食用油脂 4回

②バイオテクノロジー 4回

③動物実験 3回

教育・訓練 5回

(7) 「最新栄養学」編集委員会 1回

(8) 「食品開発展」に出展 3日間

( 9）業界誌記者懇談会 1回

(10) Mr.Hopoper懇談会 1回

(11）幹事会 24回

3.各種学術集会の開催

7 2 

( 1）実験動物の造血とリンパ器官に関する国際シ γポジウムと ILS I病理

組織スライドセミナー

4月4日～7日 奈良市中央公民館

海外11名、圏内15名の研究者を招へい

150名が参加

(2）安全性評価講演会（大阪）

4月3日 大阪薬業年金会館

P.K.パッテジゲール博士、 ］.エマーソソ博士を招へい

50名が参加

( 3）安全性評価講演会（東京）

4月10日私学会館

P.K.パッテ γゲール博士、 ］.エマーソ γ博士を招へい

97名が参加
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( 4）公開学術講演会

5月10日 エルパーク仙台ギャラリーホール

「食生活の変化と情報」 日本栄養食糧学会との共催

木村修一博士、細谷憲政博士、泉谷希光博士、足達己幸博士、李盛

雨博士、

（村上紀子氏）を招へい

350名が参加

( 5）栄養健康講演会

5月18日 国際研究交流会館

米国FD A  R.ロンク博士、藤巻正生博士を招へい

130名が参加

(6）動物実験セミナーコース（動物実験WG、教育・訓練）

①第4回講習会

日時： 1990年2月28日

場所：学士会館

出席数： 53名

講師： 北里大学獣医畜産学部畜産学科畜産環境学吉田貫教授

「食・飼料の安全性評価における問題点」

（財）食品薬品安全セ γター秦野研究所小野宏博士

「毒性試験考え方と食品の安全性」

②第5回講習会

日時： 1990年 5月29日

場所：島根イン青山

出席数： 42名

講師： 国立衛生試験所変異遺伝部林真博士

「変異原性試験法の解説」

ーおもにマウスを用いる小核試験について

食品と LS No.28 1991 

（財）食品薬品安全センター秦野研究所病理部今井清博士

「長期発癌性試験における問題点」
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74 

③第6回講習会

日時： 1990年7月20日

場所：島根イ γ青山

出席数： 43名

講師： 名古屋市立大学医学部第1病理学教室長谷川良平博士

④第7回講習会

「ラット肝・中期発癌試験法（DEN-PH法）の開発

と応用」

国立衛生試験所病理部 今井田克己博士

「多臓器を標的とするラット中期発癌試験法の開発と

応用」

日時： 1990年 9月11日

場所：島根イソ青山

出席数： 63名

講師： 日本大学農獣医学部応用生物学教室井上正教授

⑤第8回講習会

「動物実験の手技／手法」

一実験用小動物の取扱いの基礎一

日本大学農獣医学部動物細胞学教室 佐藤嘉兵教授

「実験動物の飼育／繁殖」

（但し、講師急病にて本演中止）

一実験動物の体外授精における最近の話題

日時： 1990年11月13日

場所：島根イン青山

出席数： 60名

講師： エーザイ（株）研究開発本部情報部 五十嵐俊二博士

「一般毒性試験法の日本における動向」

京都大学医学部解剖学教室塩田浩平教授

「生殖・発生毒性試験をめぐる最近の話題について」
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4. 刊行物

( 1 ）食品とライフサイエンス（協会誌）

No.27 イシューマネジメントと ILS I講演要旨

バイオテクノロジーに関する規制の国際動向講演要旨

免疫毒性評価のための科学データ講演要旨

( 2）ワーキソググループ報告書

No. 6 「日本人の栄養J （栄養WG)

( 3）ニューズレター

① I LS I JAPAN News letter 

② I LS I本部 Newsletter 

(4）その他

参考資料の送付

1. 組織の強化

( 1 ）会員増

1991年度事業計画

( 2）国内外における活動の推進

( 3）将来展望の具体化

2. 会議の開催

( 1 ）理事会 (2回）

( 2）常任理事会 (2回）

( 3 ）運営委員会 (2回）

( 4）広報委員会 (12回）

( 5）研究委員会 (4回）

( 6）編集委員会 (12回）

ILSI JAPAN Annual Program in 1991 
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( 7）幹事会 (12回）

(8）十周年記念事業実行委員会（12回）

( 9）将来展望委員会

3.調査研究の推進

( 1 ）既設ワーキンググループの活動推進

(2）新規ワーキンググループ。の編成と活動推進

( 3）その他調査研究の実施

4 .代表者懇談会

会員企業トップマネジメントとの懇談

5.十周年記念事業の実施

6.学術集会の開催と参加

( 1 ）奈良スライドセミナーの共催（4月）

( 2）講演会の開催

安全性セミナ一（4月）

栄養学セミナー（ 8月）

バイオテクノロジーセミナー（ 6月）

E Cセミナ一 (6月）

(3）基礎セミナーの開催

動物実験基礎コース（ 6回）

(4）その他研究会

(5）他学会等との交流会

7.刊行物

( 1 ）食品とライフサイエンス（季刊）

( 2) 「ILSI JAPAN ライフサイェγスシリーズ」 (3回）

( 3 ) 「ILSI JAPAN ワーキンググループ報告書」 (2回）

( 4) 「最新栄養学」第6版邦訳

( 5）その他栄養・健康・安全性についての資料
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8. IL S I本部総会、 ECシツポジウムに参加

9. 広報活動の充実

( 1）ニュース・レリース

(2）学会への出展

(3）ジャーナル会の開催

10. 関係官庁との関係強化

政策決定への提言

11. 関連学会・協会との協力推進

12. 国際学会への参画
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ワーキング・グループ通信

図油脂の栄養と健康WG

油脂のWGは昨年度に引続き、本年4月23日に第27回WG会議を開催し、印

刷、製本に入るための最終原稿について検討ならひ、に取纏めを行った。その後

6月中旬に印刷に入り 7月初旬には初稿が完了した。今後の予定としては8月

上旬にWG会議を開催し、第2稿に関する詳細検討を行い、 9月末の刊行を目

標にメンバー全員努力している。

図動物実験WG

特定課題サブグループ

食品に係わる動物実験の現状を把握するため、国内外の関連雑誌43誌を抽出

し、それらをメ γパー11名で分担して、過去10年間の食品の安全性試験（毒性

試験）と、栄養・機能性試験を中心に報文のリストを作成した。さらに、それ

らの各試験内容の詳細な分類を行うために、動物種、投与法、飼料組成、検査

項目などのリスト作成を開始した。

現在、活動は休止中であるが、本年秋には再開を予定している。

教育・訓練サブグループ

動物実験に関する教育・訓練のために講演会を以下の通り開催した。

第 9回講演会

目 的： 1991年 1月24日（木）午後2時～5時

場 所：島根イン青山・パインコートルーム

出席数 ： 41名

演題と講師： 1. 「老化研究のための実験動物」

東京都老人総合研究所・実験動物部門

：：朱宮正剛先生

2 .. 「動物実験代替法の現状」

横浜市立大学医学部・ RI研究セ γター

Update of Working Groups Activities 

7 8 食品と LS No.28 1991 



：渡辺正己先生

今回で1989.7 .20から開始した本講演会の全シリーズ（計9回、 17演題）が

完結した。

現在、これらの講演記録集を作成すベく、講演内容の文書化作業を行ってい

る。

図バイオテクノ口ジーWG

バイオテクノロジ－WGは昨年度に引続き、バイオテクノロジーの有用性と

安全性について検討を行った。 1月及び3月にWG会議を開催し、 FAO/W

HOのバイオテクノロジーを食品に利用する際の安全性評価に関する合同会議

への準備のためにまとめたバイオテクノロジーの食品への利用検討状況につい

て、以下の諸氏より話題提供があった。

キツコーマソ（株） 森 治彦氏：醤油、味噌関係

雪 印 乳 業 （株） 岩崎泰介氏：乳製品関係

カルピス食品工業（株） 高野俊明氏：乳酸菌の利用状況

味 の 素（株） 倉沢俸伍氏：アミノ酸の製造

サントリー（株） 柴野裕次氏：酵母の分子育種

また、 IFB Cの遺伝子修飾によりつくられた食品の安全性評価についての

報告書を邦訳することとなり、メソパー全員で、分担して作業を開始している。
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会員の異動

入会

入会年月 組織名 理事名 （敬称略）

1991. 3 大和製缶鮒 専務取締役 岡 田 寿 夫

1991. 4 大正製顛悌 取締役企画部長 成富正温

1991. 7 三国コカ・コーラボトリソグ鮒 中央研究所長 宮田保彦

1991. 7 十保製縦楠 常務取締役研究開発本部長 秦 邦 男

1991. 8 大陽化学鮒 代表取締役副社長 山崎義文

理事の交代

交代年月 組織名 新 ｜日

1991. 1 明治乳業側 取締役研究本部中央研究所長取締役中央研究所長
山本 良 郎 松山正義

1991. 3 三共鮒 特品開発部長 新規事業開発部長
河野文雄 岡崎輝俊

1991. 3 サシスター鮒 常務取締役 取締役
渡 辺 猛 橋本浩明

1991. 4 サントリー鮒 研究企画部長 基礎研究所長
古賀邦正 i:と, 栖 肇

1991. 6 田辺製顛附 研究統括セッタ一所長 安全性研究所長
伊 藤 博 岡 庭 梓

Member Changes 
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日本国際 生 命 科 学 協 会 活動日誌（19昨日 1日～7月31日）

1月5日 広報委員会（国際文化会館）

1月7日 フ．ログラム委員会（国際文化錦町

1月9日 厚生省保険医療局長訪問（国際会

動

1月16日 プログラム委員会（国際文化会館）

1月18日 運営委員会（国際文化会館）

1月18日 広報委員会（国際文化会館）

1月22日 農林水産省食品流通局長訪問（国

際会議）

1月22日 プログラム委員会（京王プラザホ

テル）

1月22日 財務委員会（国際文化会館）

1月23日幹事会

1月23日 十周年記念事業実行委員会（国際

文化会館）

1月23日 バイオテクノロジ－WG（国際文

伝説官）

1月23日 十周年記念事業実行委員会委員長

会議（国際文化会館）

1月24日 WG「動物実験教育、訓練」島根

イソ青山

2月4日幹事会

2月5日 広報委員会（国際文化会館）

2月6日幹事会

2月7日 フ。ログラム委員会（国際文化会館）

2月8日 委員長会議（国際文化会館）

2月13日 国立がんセシター訪問（国際会議）

2月15日 運営委員会（学士会館）

2月18日 財務委員会（国際文化会館）

2月22日幹事会（ILSIJAPAN) 

2月22日 広報委員会（国際文化会舘）

2月22日 委員長会議（国際文化会館）

2月25日幹事会（IL.SIJAPAN) 

2月26日幹事会（IL.SIJAPAN) 

Record of ILSI JAPAN Activities 
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2月27日 プログラム委員会侵掠ステーショ

ツホテル）

2月27日 バイオテクノロジ－WGリーダー

会議（ILSI且PAN)

2月28日 十周年記念事業実行委員会（国際

文化会館）

3月1日会計監査（ILSIJAPAN) 

3月3日 IL.SIサミット会談（A.マラスピー

ナ会長、小原会長） （ホテルオー

クラ）

3月5日 第一回理事会（総会） （国際文化

会館）

3月5日講演会（小林修平博士、 A.マラ

スピーナ会長） （国際文化会館）

3月8日 委員長会議（国際文化会館）

3月12日 運営委員会（国際文化会館）

3月18日幹事会（ILSIJAPAN) 

3月18日 フ。ログラム委員会（国際文化会館）

3月19日 財務委員会（国際文化会館）

3月22日 委員長会議（国際文化会館）

3月22日 運営委員会（国際文化会館）

3月29日 運営委員会（国際文化会館）

4月2日 IL.SI JAPAN事務所移転

4月3日幹事会（ILSIJAPAN) 

4月4日 フ。ログラム委員会（国際文化封官）

4月4日 広報委員会（国際文化会館）

4月5日 委員長会議（国際文化会館）

4月16日 LISI JAPAN講演会（大阪市な

にわ会館） (F.G.ミュリック博

士、 B.M.ワグナ一博士）－

4月17日～号訴 第9回実験動物の心臓血

管系に関する国際シγポジウムと

IL.SI病理組織スライドセミナー

（奈良中央公民館）

重量
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4月22日 正SIJAPAN講演会（青学会館） 6月28日事務局会議

(F .G.ミュリック博士、 B.M. 7月3日 実行委員会正副会長会議（国際文

ワグナ一博士、 G.モラヴィツ博 化会館）

士） 7月5日事務局会議（ILSIJJζPAN) 

4月23日油脂WG(ILSI JAPAN) 7月8日 正SIJAPANバイオテクノロジー

4月25日運営委員会（ILSIJAPAN) 研究会（佐々木メモリアルホール）

5月8日事務局会議（ILSIJAPAN) （島田とみ子博士、矢野圭二博士）

5月8日委員長会議（ILSIJAPAN) 7月10日編集委員会（ILSIJAPAN) 

5月10～12日 日本栄養食糧学会においてI 7月10日 運営、財務委員長及び幹事による

工.SIJAPAN展示 京王プラザとの打合せ（京王プラ

5月11日福冨幹事ILSI支部会議（ 5月12 ザホテル）

日）及びILSI本部総会（ 5月14 7月12日広報委員会（ILSIJAPAN) 

日）、シシポジウム（5月15日～ 7月12日 プログラムチェアマンミーテシグ

17日）参加のためプラッセルに出 （上野精養軒）

発 7月16日財務委員会（ILSIJAPAN) 

5月13日 ILSI本部総会及びシシポジウム 7月17日 アブストラクト会議（ILSIJAP 

参加チーム、プラッセルに出発 AN) 

5月14日 事務局会議（ILSIJAPAN) 7月17日委員長会議（ILSIJAPAN) 

5月15日運営委員会（ILSIJAPAN) 7月23日 プログラム委員会（ILSIJAPA 

5月21日 寄付対策委員会（正SIJAPAN) N) 

5月22日 事務局会議（ILSI店主PAN) 7月26日 バイオテクノロジ－WGリーダー

5月26日 正SI本部総会出席チーム帰国 会議（ILSIJAPAN) 

5月28日財務委員会（ILSIJAPAN) 7月31日 アブストラクト会議（ILSIJAP 

5月29日 事務局会議（ILSIJAPAN) AN) 

5月29日役員会（ILSIJAPAN) 

5月30日 プログラム委員会（ILSI且PAN)

6月3日 広報委員会（ILSIJAPAN) 

6月4日運営委員会（ILSIJAPAN) 

6月5日 実行委員会（国際文化会館）

6月5日 事務局会議（ILSIJAPAN) 

6月10日 国立循環器病セソタ一所長訪問

（羽田0 ILSIワークショップ）

6月11日編集委員会（ILSIJAPAN) 

6月12日 事務局会議（ILSIJA.J> AN) 

6月14日 粟飯原副会長WHO会議出席のた

めスイスに出発

6月19日 財務委員会（ファイザ一会議室）

6月19日 事務局会議（江.SIJAP必 :J)

6月27日 バイオテクノロジ－WGリーダー

会議（ILSIJAPAN) 
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日本国際生命科学協会会員名簿

（アイウエオ順）

会長 小原哲二郎 東京教育大学名誉教授 ft03-3460-寸6834
151東京都渋谷区上原 3-17-15一泊2

副会長 粟飯原景昭 （財）食品薬品安全セジター秦野研究所 ft0463ー82-4751
研究顧問食品環境部長
257神奈川県秦野市落合 729-5

，， 十河幸夫 雪印乳業（株）専務取締役関西本部長 Eα）－397-2014 
532大阪府大阪市淀川区宮原 5ー2-3

，， 角田俊直 味の素（株）常任顧問 ft03-5250ー8111
104東京都中央区京橋 1-15-1

，， 戸上貴司 日本コカ・コーラ（株）取締役上級副社長 fi03-3407--6311 
150東京都渋谷区渋谷 4-6-3

本部理事林裕造 国立衛生試験所安全性生物試験研究センタ一長官03-3700ー1141
158東京都世田谷区上用賀 1-18-1

，， 杉田芳久 味の素（株）製品評価室長 ft03-5250ー8184
104東京都中央区京橋 1-15-1

監事 印藤元一 高砂香料工業（株）顧問 ft03-3442-1211 
108東京都港区高輪 3-19ー22

，， 難波靖尚 前（財）食品産業センタ一理事 ft0423-93-1050 
189東京都東村山市萩山町 413-7 

顧問 池田正範 （財）食品産業セソタ一理事長 室町13-3716-2101
153東京都目黒区上目黒 3-6-18T Yピル

，， 石田朗 前（財）食品産業セシタ一理事長 ft03-3445-4399 
108東京都港区高輪 15-33-514 

〆／ 木村修一 東北大学農学部長 ft022-272-4321 
980宮城県仙台市堤通雨宮町 1-1

，， 小西陽一 奈良県立医科大学教授 ft07442-2-3051 
634奈良県橿原市四条町 840

理事 秋山孝 長谷川香料（株）理事 ft03-324ト1151
lft03東京都中央区日本橋本町 4-4-14

，， 荒尾修 協和発酵工業（株）顧問 ft03-3201-7211 
100東京都千代田区大手町 1-6-1大手町ピル

，， 荒木一晴 森永乳業（株）研究情報セッター食品総合研究所 ft0462-52-3080
分析セッタ一室長
228神奈川県座間市東原 5-1-83
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理事 石川宏 （株）ニチレイ取締役食品開発研究所長 H042シ91--0491
189東京都東村山市久米川町 1-52-14

// 伊藤博 田辺製薬（株）研究統括セシタ一所長 宮前－300ー・2746
532大阪府大阪市淀川区加島 3ー16ー-89

// 入江義人 三栄化学工業（株）理事学術部マネージャー 宮伐ト333-0521
日1大阪府豊中市三和町 1-1-ll

’r 内田猛夫 昭和電工（株）特殊化学品事業部副主幹 ft03イ>470ー・3190
105東京都港区芝大門 2-10ー12秀和第3ノミークピル

// 岡田寿夫 大和製耀（株）専務取締役 定ro3-3272--0576
103東京都中央区日本橋 2-1-10

// 落合董 昭和産業（株）製油技師長 ft03-3293-77.臼
101東京都千代田区内神田 22-1 

，， 河瀬伸行 三菱化成食品（株）生産企画部長 ft03ーお42イ>490
104東京都中央区銀座長13ー3いちかわピル8F

// 郷木達雄 （株）ヤクルト本社中央研究所 ft0425ー75-8960
研究管理部副主席研究員
186東京都国立市谷保 1796

// 向後新四郎 白鳥製薬（株）常務取締役技術部長 ft0472-42-7631 
2印千葉県千葉市新港 54

// 河野文雄 三共（株）特品開発部長 宮03一部62ー041l
104東京都中央区銀座 2-7-12

.// 古賀邦正 サントリー（株）研究企画部長 ft03-5276-5071 
102東京都千代田区紀尾井町 4-1ニュー
オータニガーデγコート9F

，， 小林勝利 （株）ロッテ中央研究所取締役所長 ft0488--61-1551 
お6埼玉県浦和市沼影 3-1-1

，， 斎藤成正 キッコーマシ（株）研究本部研究推進室長 ft0471-23-5515 
278千葉県野田市野田 399

，， 笹山堅 ファイザー（株）代表取締役社長 宏ro3-3503イ比41
105東京都港区西新橋 1--6--21

，， 柴田征ー 大日本製薬（株）市場開発部長 Eαト203-5319
541大阪府大阪市中央区道修町 2--6--8

，， 神伸明 日本ケロッグ（株）代表取締役社長 ft03お44一郎ll
160東京都新宿区西新宿 1-26ー2
新宿野村ピル36F

// 新保喜久雄 （株）ホーネソコーポレーショソ中央研究所長 ft0543-51-2751 
424静岡県清水市新港町2

// 末木一夫 日本ロシュ（株）化学品本部営業第二部課長 ft03-5470-1702 
105東京都港区新橋 6-17--9新御成門ピル
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理事 須ヶ間弘 三井東圧化学（株）ライフサイエシス開発部長 U03-3592-4111 
100東京都千代田区霞が関 3-2-5

，， 菅原利昇 ライオン（株）食品事業本部研究部長 U03-3621-6461 
130東京都墨田区本所 1-3-7

，， 杉浦滋彦 理工協産（株）専務取締役 U03-3281-8820 
104東京都中央区八重洲 2-7-2

" 杉津公 ハウス食品工業（株）常務取締役 Eαト788ー1231
577大阪府東大阪市厨栄町 1-5ー7

，， 鈴木嘉之 エーザイ（株）食品化学事業部長 ft03一括17-3781
112一部東京都文京区小石川 5-5-5

" 曽根 博 理研ピタミ γ（株）代表取締役社長 U03-5275-5111 
101東京都千代田区三崎町 2-9--18（τ'DCピル）

" 高木ヤスオ クノール食品（株）常務取締役商品開発研究所長官044-811-3111
213神奈川県川崎市高津区下野毛 212-1 

// 塚越弘 糖質事業開発協議会運営委員長 U03-3285-5857 
100東京都千代田区大手町 1-2-1
三井物産（株）糖質発酵部企画管理室気付

，， 堤賢太郎 リノール油脂（株）名古屋工場研究開発部長 U052-611-4111 
455愛知県名古屋市港区潮見町訂－15

，， 鶴田大空 東ソー（株）アスバルテーム部長 U03-3505イ)471
107東京都港区赤坂 1-7-7

，， 長尾精一 日清製粉（株）理事食品研究所長 U0492-67-3910 
354埼玉県入間郡大井町鶴ケ岡 5-3-1

，， 中島宣郎 武田薬品工業（株）技術企画部審議役 Eα）－－－204-2921 
541大阪府大阪市中央区道修町 2-3-6

" 成富正温 大正製薬（株）取締役企画部長 U03-3985-1111 
171東京都豊島区高田 3-241 

，， 新村正純 味の素ゼネラルフーヅ（株）取締役研究所長 U0593-82-3186 
513三重県鈴鹿市南玉垣町 6410

//. 西原昭雄 旭電化工業（株）研究所研究企画部長 宏ro3-38922110 
116東京都荒川区東尾久 7-2-35

，， 西村博 山之内製薬（株）健康科学研究所長 ft03-3244-3446 
103東京都中央区日本橋本町 2-3-11

，， 野中道夫 大洋漁業（株）理事中央研究所長 定ro298「臼-6700
330-42茨域県つくば市和台 16ー2

，， 萩原耕作 仙波糖化工業（株）取締役社長 ft02858-2-2171 
321-43栃木県真岡市並木町会1-10

，， 秦邦男 十篠製紙（株）常務取締役研究開発本部長 ft03-3211-7311 
100東京都千代田区有楽町 112 1 
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理事 服部達彦 南海果工（株）代表取締役 H0738--22-3391 
臼9ー13和歌山県日高郡川辺町土生 1181

，， 平原恒男 カルピス食品工業（株）常務取締役 H03－訂13-2151
150東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1

// 藤井高任 ネッ東ス京ル都（株港）学区麻術部布長 H03-3432-8200 
106 区麻布台 2-4-5

// 藤原剛 鐘淵化学工業（株）取締役食品事業部長 宮筋－226-5240
530大阪市北区中之島 3-2-4

// 宮田保彦 三国コカ・コーラポトリツグ（株）中央研究所長官但8-774-8811
363埼玉県桶川市大字加納 180

，， 森田雄平 不二製油（株）つくは研究開発セγタ一長 定rD297-52--6321
却0-24茨城県筑渡郡谷和原村絹の台 4-3

，， 森本圭一 キリシビール（株）研究開発本部副部長 H03-3499--6111 
150東京都渋谷区神宮前 6ー2&-1

I/ 森本直樹 日本ペプシコ社技術部長 ft03ーお84-7343
107東京都港区赤坂 1-9--20第16興和ピル

，， 柳瀬仁茂 キューピー（株）研究所副所長 H0423--61-5965 
183東京都府中市住吉町 5-13-i

，， 山内久実 （株）ポゾリサーチセンター取締役社長 H03－お27-2111
156東京都世田谷区羽根木 1-3-11ポゾリサーチピル

，， 山崎晶男 山崎製パシ（株｝取締役生産本部長 ft03一泊臼－3011
101東京都千代田区岩本町長会4

，， 山本良郎 明治乳業京都（株東）取締役研究本部中央研究所長 H0423-91-2955 
189東 村山市栄町 1-21-3

，， 吉川宏 三菱商事（株）食料開発部ヘルスフーズチーム ft03 3210-毛415
リーダー
100東京都千代田区丸の内 2--6ー3

，， 渡辺猛 サγスター（株）常務取締役 笠郡172&-82-7970
569大阪府高槻市朝日町 3-1

，， 渡辺 寿 日清製油（株）研究所課長 H045-461--0181 
221神奈川県横浜市神奈川区千若町 1-3

幹事 桐村二郎 味の素（株）顧問 ft03-5250--8お9

，， 福冨文武 日本コカ・コーラ（株）学術調査マネジャー ft03-3407--6311 

，， 大下克典 キッコーマソ（株） H0471-23-5574 
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